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               開 議  （午前１０時００分） 

    〇開議の宣告 

〇議長（鈴木 巖君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                             

    〇一般質問 

〇議長（鈴木 巖君） 日程第１、一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 通告第１号、23番、武 康弘君。 

               〔23番（武 康弘君）登壇〕 

〇23番（武 康弘君） おはようございます。通告しておきました４点についてお伺いします。よろ 

しくお願いいたします。 

 まず、新型交付税公表に対する町長の今後の行動はということでお尋ねします。過日公表されまし 

た新型交付税に対し町長は全員協議会の席上、反対していく態度を表明されましたが、改めて伺いま 

す。今回のまちづくり懇談会の資料にも載せてございますが、本町の財政事情は財政力指数0.244、公 

債費負担比率18.8％、経常収支比率86.5％と極めて厳しい状況にあります。そういった中で算定の基 

準を一律に面積や人口だけで決めるとする新型交付税の配分方法になればさまざまな問題が起きるこ 

とが予想されますし、町村運営不能のおそれさえ出てくるというような報道さえされておるわけであ 

ります。このことに猛反発しまして、地方六団体が総決起大会を開催、交付税削減に反対する決議を 

採択したところでありますし、おのおのの団体でもそれぞれ改めて確認されておるところであります 

。ただ、アンケート調査によりますと、地方交付税総額維持すべきと答えた方は首長さん方で80％を 

超えているのに対し、国会議員の方々は39％しかおらないわけでありまして、地方側としましては大 

変厳しい立場に追い込まれそうな雰囲気でありますが、町長のこの見解というよりも今後町長として 

どのような行動を起こされるのかということでお尋ねしたいと思います。 

 次に、新鶴インターに利用者のための駐車場をということで申し上げます。スマートインターチェ 

ンジ社会実験が開始され、５カ月が経過しました。累計利用台数は、５月29日現在４万2,751台、１日 

平均で275台、１日の最高利用記録はゴールデンウイーク期間中の５月４日で751台というふうに報道 

されたところであります。先日の17、18の土曜日、日曜日、さらには今度の24、25の土、日曜日にお 

きましてはパーキングエリア内にテントを張りまして、町のＰＲ、また特産品の販売を初め観光案内 

等をしながら利用促進のキャンペーンも繰り広げられておるところでありまして、大変すばらしい試 

みと称賛するところであります。 

 ところで、このインターを利用する方々にとりまして大変不便なことは、利用者の方々の駐車場が 

ないということでございます。何人もして出かける場合、新鶴インターを集合場所として一、二台の 



車に乗り合わせしていくとき、車を置いていく場所がないわけでございます。そういった場合、農道 

に車を置いていくわけでありますが、利用者にとっては大変不安であります。そのような場合、新鶴 

インターは駐車場がないから若松インターにしようかというようなことで敬遠されているのではない 

のかなと私は想像してしまうわけであります。この恒久設置に向けまして、せめて数台分でもやむを 

得ないと思うわけでありますが、利用者用の駐車場が必要不可欠であろうと思います。町長の所見を 

伺います。 

 次に、有害鳥獣対策についてお尋ねします。先日２日間にわたりましてカラスの捕獲を実施しまし 

たが、鳥類の被害については大変頭の痛いところであります。また、例年のことながら、今年もクマ 

の出没が確認されたところでありまして、それでも春はまだ農作物への影響が少ないからいいですが 

、夏から秋にかけましては大変被害が拡大してまいります。この件につきましても産業振興課より注 

意するように防災情報無線によりまして情報提供されたところでありまして、その対応に当たられた 

職員の方々には感謝を申し上げるところであります。 

 ところで、昔から被害があったのかどうか私もよく知りませんが、近年特に目立つのがハクビシン 

の被害であります。夜行性のため、なかなかその行動がよくつかめておりません。したがって、どの 

ような動きをするのかよくわかりませんが、農作物、また果樹への被害は相当なものであります。ま 

た、住宅の屋根裏に出入りされて困っているというような方もおられるわけであります。被害に遭っ 

ている方々の話ですと、ハクビシンは大変器用な動物でありまして、野菜、果樹の皮をきれいにむい 

て食べるそうであります。生産者の方々も防除する手だてがないと嘆いておられます。町としまして 

も各関係機関とよく相談しながら対策を講ずべきでなかろうかと思いますが、どうでしょうか、お伺 

いします。 

 終わりに、過般開催されましたまちづくり懇談会の成果について伺います。四つほど列記してござ 

います。開催地ごとの出席者数はどうなのか、町民からの主な要望はどういったものが上げられたの 

か、またそれに対する町としての対応はどうするのか、さらには開催しての感想、そしてまたどうい 

うふうにして認識されたのか、今後の取り組みについてまたお伺いしたいと思います。 

 以上、４点ほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長、渡部英敏君。 

               〔町長（渡部英敏君）登壇〕 

〇町長（渡部英敏君） 23番の武 康弘議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 初めに、新型交付税に対する行動についてでありますが、政府が６月に打ち出す予定でありました 

が、経済財政運営の基本方針、骨太の方針の決定が７月にずれ込む見通しであります。その中で複雑 

な計算式に基づきました現行制度にかわって人口、面積を基本とする新型交付税を平成19年度から導 

入することとしております。新型交付税は、人口と面積だけを基準にしますと、配分額は人口の少な 

い過疎町村の自治体では減少する一方でありまして、都市部との格差が大きくなって、一部の自治体 



には集中することが予想され、容認できる内容ではございません。現時点では内容が明確になってお 

りませんので、具体的なことは申し上げられませんが、地方団体が基礎的な行政サービスを提供する 

ためには地方交付税が持つ財源の調整、財源保障機能の堅持は必要不可欠であると考えております。 

地方六団体一丸となった行動とともに、私もあらゆる機会を通して地方財政の実情を訴えながら、地 

方税、地方交付税等一般財源の総額確保に向けた運動を強力に展開してまいりたいと考えております。 

 新鶴インターの利用者の駐車場でありますけれども、まず新鶴パーキングエリアスマートインター 

チェンジの社会実験につきましては、町民の皆様方の日ごろの利用促進のご協力をいただいておりま 

すことに対しまして厚く御礼を申し上げます。おかげさまで１月の月平均利用台数205台でございまし 

たが、直近の５月は351台となっておりまして、徐々にではありますが、月ごとに伸びを示しておりま 

す。現在新鶴スマートインターのさらなる利用促進と恒久化実現のために新聞、情報誌等の広告の掲 

載、さらにはキャンペーン活動などを実施して恒久設置に向けて最大限の努力をしているところであ 

ります。まずは恒久設置の実現の取り組みを引き続き努力をして、そして駐車場の件につきましても 

今後検討してまいりたいと考えております。なお、この22日には５万台になる予定であります。 

 続きまして、有害鳥獣対策の特にハクビシンの被害についてでありますが、町といたしましてもツ 

キノワグマとニホンカモシカを除く一部の有害鳥獣を捕獲する場合には会津美里町有害狩猟鳥獣捕獲 

等事務取扱要綱の定めるところにより実施しておるところであります。町が有害鳥獣の捕獲を許可す 

る場合の要件としましては、まず被害等の状況及び防除対策の実施状況を把握した後、通常の被害等 

防除対策によってもその被害等が防止できないと認められたときのみ行うこととなっております。ま 

た、捕獲におきましては許可対象であります有害鳥獣捕獲隊に出動を要請し、銃器またはわな等によ 

り捕獲をしているところであります。会津美里町管内のハクビシン被害の状況につきましては、今年 

度に入って町への通報が１件ございましたが、現地状況を確認して防虫剤等での防除対策をご依頼申 

し上げたところであります。ご指摘のとおり、例年ハクビシンの被害は多発化傾向にあることから、 

今後とも農家の方々のご協力をいただいて町要綱を基本としまして対策を講じてまいりますので、ご 

理解を賜りたいと思います。 

 次の町づくりの懇談会についてでありますが、地方分権の推進などによってより個性的な町づくり 

が求められている中、住民と行政が情報を共有し、課題と方策をともに考えて政策形成を進めていく 

ことが重要となっております。このような実情を踏まえまして、町政各般にわたり住民の方々の幅広 

い意見をいただくことを目的に５月の23日から６月の６日まで町内10カ所においてまちづくり懇談会 

を実施をいたしました。 

 まず、出席者につきましては高田地区７カ所で実施をして90名の出席者、本郷地区２カ所で実施を 

して８名の出席者、新鶴地域１カ所実施で７名の出席でありまして、合計10カ所で105名の出席を見た 

ものであります。平成18年度の予算の概要、行政改革の説明を行って住民の方々からご意見等いただ 

く内容で実施をいたしました。町から説明した事項につきましては、ほぼご理解をいただいたものと 



思っております。 

 次の町民からの要望につきましては、要望というよりも学校統廃合の校舎、跡地の利用やバスの路 

線廃止などの町政多岐にわたり住民の方々から素直で貴重なご意見、ご提言をいただきました。 

 町としましては、その対応につきましてご意見、ご提言をいただきましたものについては今後でき 

るだけ町づくりに反映できるよう検討してまいりたいと考えております。 

 開催しての感想、認識についてでありますが、私は町長として町政の執行状況を住民に説明する責 

任があるという考えで懇談会を実施しておりまして、行政の説明の場と住民の皆様の提言を設けられ 

たことは住民と行政とのパートナーシップを構築し、協働の町づくりを進めていく上で一定の成果が 

あったものと考えております。今後とも懇談会に限らず、あらゆる機会を通じてその説明責任を果た 

してまいりたいと考えております。ご理解賜りたいと思います。 

 以上であります。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） 新型交付税について今ほどのご答弁の中で平成19年度から導入するというよ 

うなお話でございます。しますと来年度からというようなことになるわけでありますが、我々につき 

ましては新聞等報道を見る限りでは人口と面積で配分するというようなことは知っておりますが、事 

務当局、役場当局に対してこういうような配分の仕方になりますよというようなこと、内示といいま 

すか、国の方から示されているのかどうかお尋ねします。 

〇議長（鈴木 巖君） 総務課長。 

〇総務課長（大堀耕一君） 今の件でございますが、国から県を通しましてきのう、おとといですか 

、文書入っております。国の方から県に対しまして６月の14日付で事務連絡というようなことで入っ 

ております。経済財政諮問会議において総務大臣から地方税財政改革について提案したというような 

内容であります。今後骨太の方針の策定に向けてやっていきますよというような内容であります。そ 

の中で新型交付税、人口と面積についてはそれを実施していくというような内容になっております。 

そこで、一つ救われるのは離島、過疎地域にはそれなりの配慮をするというような情報が入っており 

ます。いわゆるその仕組みづくりは国で十分に考え、地方の財政を確保したいというのが総務省の考 

えであるようであります。ちなみに、５年間で５兆円削減しますよということですから、そういう根 

底に対策があったとしても交付税が多くなるというような可能性はないと認識しております。ですか 

ら、国の骨太の方針、いわゆる三位一体改革の中での対応を町としては十分しなくてはならないと。 

これは、当然町民、それから議会の皆さんのご理解を得ながら進めていくことになるかと、このよう 

に思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） 今ほど通達があったというようなお話でございます。それは、どういう計算 

の仕方するのだよというような具体的な方法が述べられてきておるのかどうか。そしてまた、それに 



よって計算した結果、この美里町とすれば今までの地方交付税から見まして、どのぐらいの減額にな 

るのか、具体的な数字はじき出すことができるのかどうか、何％ぐらい減額になるのかというような 

ことがおおよそのことわかるのかどうかお尋ねしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（大堀耕一君） 一応その方針だけであって、内容についてはまだ決まっておりません。 

これから国の各三位一体改革の中の委員会がいろいろあるわけでございますけれども、その中で議論 

されて進められるというふうに考えております。ですから、予算がこれから来年度に向けて始まるよ 

うになるのですが、それまでにというようなことだと我々は認識しております。 

 以上であります。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） 先ほども申し上げましたが、財政力指数0.244は類似団体平均の0.59と大きな 

開きがあるわけであります。また、公債費負担比率18.8％は同じくまた類似団体の平均の13.5％を大 

きく上回っております。これまた平均の数値に合わせようとするならば、大変な努力が必要となって 

くるわけであります。そういう中で今言った一つの新型交付税の配分方法になれば、これまた新生会 

津美里町も大きなスタートに際しまして障害になってくるのではないかという心配がされるわけであ 

ります。 

 町長にお伺いしますが、改めてまた力強い考え方をお尋ねしたいと、そんなふうに思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、渡部町長。 

〇町長（渡部英敏君） 先ほどもお話し申し上げましたように新型交付税、本当は６月の末に決定を 

して、そして発表するはずだったのですけれども、７月に骨太の方針がずれ込んでおるということを 

見ますと、やはり総務省の方もいろいろ思案をして小規模町村に対する配慮があるのかなというよう 

な思いであります。具体的な数字は示されておりませんけれども、今後とも地方六団体一丸となって 

大きな声で国の方に要請をして、お願いをしてやらなければならないというふうに思っていますので 

、今後とも議員諸兄のご協力もよろしくお願い申し上げます。お世話になります。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） 次に、新鶴インターの駐車場についてお尋ねします。 

 上下線とも入り口に監視員のおられる部屋があるわけであります。その方に私先日お話ししてまい 

りました。詳細について話伺ってきたわけでありますが、先ほど私が申し上げたように、乗り合わせ 

ていく場合、その車どこに置いてくるのと聞いたら、いや、しょっちゅうその辺の農道にあるわと、 

そう言うわけなのです。それで、確かに毎日毎日１台、２台、３台ぐらいはあるようであります。そ 

ういうことでございます。それで、私もこれはこの駐車場は町の方で対応すべきなのかな、公団の方 

で対応してくれるのかなと聞いたら、まあ、どうなのかその辺はわからないと。ところが、公団の方 

でも植栽している場所があるのです。木を植えてある、余っている土地ではないのですが、景観上と 



いいますか、植栽している小さな場所があります。町としてどうにも用地確保が難しいようだったら 

公団に相談してみる必要もあるのではないのか、私はそんなふうに話の中で感じ取ったわけでありま 

す。町長、その辺についてどうでしょうか。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長、渡部英敏君。 

〇町長（渡部英敏君） 新鶴インター、おかげさまで本当に利用していただいて、毎日毎日少しずつ 

利用客がふえておって、今とりあえずは狭い農道を拡幅して、そして幅広くした道路にしようという 

ことで予算もお願いをしているわけでありますが、駐車場まではまだその辺までいかなかったわけで 

ございますけれども、なるほど、今から質問ありましたとおり、必要不可欠であろうというふうに考 

えておりますので、やはり恒久設置に向けて今後考えていかなければならないというふうに思ってい 

ますし、また公団の方といろいろ相談をしながら今後とも進めていきますので、よろしくお願い申し 

上げたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） 前向きなご答弁いただきまして、本当にうれしく思います。 

 また、全く別な問題でありますが、上下線の監視員のおられる部屋があるわけです。その部屋には 

、水道が入っていないのです。布設されておりません。そこにおられる監視員の方々は、毎日毎日飲 

み水、それをポリタンクなりポットに家から持ってくるそうであります。飲料水は、それでもいいわ 

けでありますが、監視員のおられる隣に移動用のトイレがあるわけであります。そこで用を足すわけ 

でありますが、その用足し終わった後に何で手を洗うかというと、バケツにくんできた水で手を洗う 

と。今どき大変不衛生的なことをやっているわけなのです。私もびっくりしていたのですが、監査員 

の方々もぜひここにその水道管を布設していただきたいというような話しされるわけであります。駐 

車場もさることながら水道管、これも地元の町の方としてやるべき仕事なのか、公団の方でやる仕事 

なのか、その辺については私も何ともわからないわけでありますけれども、恒久設置に向けてぜひや 

っぱり必要なことであろうと、私はそんなふうに思うわけです。どうぞその辺についてご検討いただ 

きたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 質問とあれは、通告の内容がちょっと違うのですが、ここでは今のは…… 

〇23番（武 康弘君） いいです。 

〇議長（鈴木 巖君） では、次。 

〇23番（武 康弘君） では、駐車場の件についてひとつ、水道のことはいいです。 

 ここに今後検討してまいりたいというご答弁いただいておるわけでありますが、ぜひ設置していた 

だきたいというのが私の強い願いです。今農道拡幅するように田植えもしていないわけであります。 

それもわかるわけでありますが、農作業始まりますと、今コンバイン秋になると、やっぱりそれもち 

ょっとまずいと思うのです。田植えの時期もさることながら稲刈りのときも大変でしょうから、ぜひ 

駐車場を設置していただきたいということです。よろしくお願いします。 



〇議長（鈴木 巖君） 要望ですか。町長答弁要りますか。 

〇23番（武 康弘君） 答弁ぜひお願いしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、渡部町長。 

〇町長（渡部英敏君） ご承知のようにこの道路公団、民営化になりますし、今度は今までと違って 

形が変わってきますので、公団と今までの今度は考え方も違ってまいります。したがいまして、強力 

に恒久化を設置するのに駐車場を設けて、そして果たしてそれが効果にあらわれるようであれば、で 

きるだけ早く駐車場も設けて、農道も広げますので、そういうのが起爆剤になって、そして恒久化に 

なれば、こんなありがたいことはないわけでありますので、ぜひとも検討してまいりたいと考えてお 

りますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） 鳥獣対策について伺います。 

 今このご答弁の中にハクビシンの被害について今年度は１件あったと。それで、防虫剤等で防除対 

策をご依頼申し上げたというご答弁でありますが、その結果についてはどうだったのでしょうか、お 

尋ねしたいと思います。 

 それとあわせまして、先日実施したカラスの捕獲数、何羽とったのかお尋ねしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） ハクビシンのその後の結果についてでございますが、連絡のあっ 

た方についてご指導申し上げた結果については回答いただいておりません。 

 それから、カラスの捕獲数でございますが、ただいま資料を持ち合わせておりませんので、後ほど 

ご回答申し上げます。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） カラスですか、捕獲作戦を実施しようとする基準というのですか、判断の基 

準をどの辺に置いておかれるのかということでございます。カラスの被害が多いから、多いからと町 

民の人たちから何人も何人も電話なり要請が来て初めて実施するのか、１人でも電話伺ったら、来た 

らではということで職員の人が行って調査して、すぐではこれはやらなくてはならないとやるものな 

のか、その辺の捕獲作戦を実施しようとする判断の基準というのは大体どの辺に置いておられるのか 

ということでお尋ねします。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） カラス駆除の捕獲基準についてでございますが、通常ですとカラ 

スが水田を荒らして稲作とか、そういったようなものに被害が多く発生していると。１人、２人では 

なくて、やっぱりその地区の方々からの要望がなければ町としても対応できないというのが通常でご 

ざいます。ましてすぐやれるのかというと、また鳥獣捕獲隊というのがございますから、そこの隊長 

さんなり、そういう方々と協議した中で現地調査を行い、それで余りにもひどいというような状況の 



場合は町の方から要請いたしまして、出動していただくというような手順をとっておるところでござ 

います。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） 今回私のところにハクビシンの被害がひどいというような話があったという 

のは、実は中田観音の近くの根岸の住民の方々であります。あの辺に生食ブドウの生産地なのです。 

あとリンゴもナシもございます。それで、リンゴ、ナシのような果樹については下に落下したやつを 

食べているらしくて、そんなにもぎ取られる被害というのはないらしいのですけれども、ブドウにつ 

いては袋かけておいたその袋ごとそっくりとって中から、とにかくハクビシンというのはさっき言っ 

たように、もう皮はそのままどんどん、どんどん捨ててしまうというようなことで、あっ、ハクビシ 

ンにやられたのだなということ、被害がわかるというようなことなのです。根岸の方々にお聞きしま 

すと、とにかく今までは夜中中携帯ラジオを最大限ボリューム上げて夜中中鳴らしておいたり、あと 

ガスランプをつけておいたりというような対策をとってきたそうなのですけれども、それは単なる個 

人で１人、２人やっているようなことでありまして、その効果というのはどのぐらいの効果あるか、 

それはわからないわけであります。そういう被害の多いという地区においては、地区住民の人たち、 

生産者の人たちが一体となってやらなくては、やっぱりそれは効果が上がらないだろうと思うわけで 

あります。町としてやはりトラ挟みといいますか、そういうようなやつを買っていただく、半分ぐら 

いの助成を出して買っていただくというような方法も一つの手なのか、そんなふうに私は考えている 

わけであります。そういった方法を今後町としてとる考えあるかどうかお尋ねしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） ただいまわなに対する助成金というようなご質問でございますが 

、わなについては法的に各個人はできないということになっております。これについても、わなをか 

けるにしても捕獲隊がかけるということになっておりますので、捕獲隊以外はかけることできないと 

いうことになっております。各個人に対してそういったような購入の補助金を出すということは、町 

としてもそういう法的な部分からできないということになろうかと思いますので、ご理解いただきた 

いと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） では、実際にその作戦をしようとした場合には、捕獲隊というのですか、そ 

ういう方々にお願いしてやっていただきたいというふうに、実際やりたいと思ったときはどういうよ 

うな手続をすればよろしいのか、お願いします。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） それにつきましては、先ほど町長の答弁にございましたように、 

そういったような地区からの申し出がございましたら現地調査を行いまして、その状況を把握して、 

できれば最初の段階では薬剤とか、そういったような部分で地域の方々に対処していただいて、それ 



でもなおかつできないという場合については、以前新鶴地区におきましてはこのわなを二つほどお持 

ちになっていたということございますので、それらを利用しながら捕獲隊の方々と協議して善処した 

いというふうに考えております。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） わかりました。その節にはひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 終わりに、懇談会についてお伺いします。10カ所で合計105名といいますのは、１カ所で大体平均1 

0人くらいというようなことで、私も新鶴の会場に行きましたら本当に少なくてびっくりしたのですけ 

れども、出席者が余りにも少ないというふうに私も受けとめたのですけれども、説明する側の行政サ 

イドの方としてはどのようにとらえたのかひとつお願いしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） 町長の答弁にもございましたように、出席者については確かに今武 

議員がおっしゃるように、こちらが考えていたよりも少ない状況にあったということがあります。 

しかし、町といたしましては行政の状況をやはり町長として説明する責任があるというようなことで 

実施しておりますので、多いにこしたことはございませんが、今後も連絡をして続けたいというふう 

な基本的な考えは持っております。 

〇議長（鈴木 巖君） 武 康弘君。 

〇23番（武 康弘君） 私自身も大変有意義な懇談会でありまして、町を知っていただくためにはぜ 

ひとも必要であると、そんなふうに認識しております。出席者十分連絡しているはずなのですけれど 

も、もう一工夫しながらぜひ来年はもうちょっと多くの方々に出席していただけるような懇談会にし 

ていただきたいと、そんなふうに思うところでございます。これは、要望でございますけれども、お 

願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（鈴木 巖君） 先ほど武 康弘君に答弁の保留がありましたので、産業振興課長、答弁して 

ください。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 先ほどのカラスの駆除の捕獲数でございますが、カラスが12羽、 

カモが17羽でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（鈴木 巖君） これで武 康弘君の質問は終わりました。 

 次に、通告第２号、22番、大竹陽一君。 

               〔22番（大竹陽一君）登壇〕 

〇22番（大竹陽一君） 一般質問を申し上げたいと思います。 

 第１点は、地域間連絡バスについてであります。現在地域間連絡バスは、昨年の合併から運行され 

ております。しかし、実態としては利用者が少ないというのが現状であります。利用者が少ない原因 

は、運行路線と運行時間に問題があり、町民の方々が望んでいる運行になっていないところに問題が 

あると思います。現在の運行実態として町民が望んでいる利用状況になっているのか。また、効果的 



な運行がなされているのか、原因はどこにあると考えているのかお伺いいたします。 

 ２点目は、公共交通の充実として通学、通院、温泉施設や福祉施設、役場等を含む町民の方々の足 

の確保、利便の充実は必要不可欠であります。現在の状況を見てこの地域間連絡バスの今後の運行に 

ついてはどのように考えておられるのかお伺いいたします。 

 ３点目として、（仮称）福祉タクシーの運行についてであります。すなわち、新たな生活交通とし 

て注目されておりますデマンド交通システムであります。現在県内市町村においてもこのデマンド交 

通システムを取り入れて福祉タクシーや、または乗り合いタクシーの運行が実施されるようになりま 

した。この事業を実施することにより町の経費の負担軽減、タクシー会社の売り上げ増や町民の方々 

の外出機会がふえることで商店街の活性化にも役立っております。本町においては、この新しい交通 

システムをどのように考えておられるのかお伺いいたします。 

 第２点は、大型店の出店についてであります。昨年より会津地域において大型店の相次ぐ出店の中 

で、また湯川村に超大型出店計画が打ち出されました。会津若松市、喜多方市、坂下町など周辺町村 

では地元経済にはかり知れない打撃になるのではないかと深刻な危機感を持っているのが現状であり 

ます。ご承知のように大型店の出店は、全国的にも市街地の空洞化、既存商店の崩壊にもつながるも 

のとして大きな不安と悪影響をもたらすのではないかと懸念されております。本町においては、どの 

ような影響が出てくると考えておられるのか。また、これからの対応としてどのように考えておられ 

るのか見解をお伺いいたします。 

 第３点は、雀林地区の圃場整備についてであります。雀林地区は、圃場整備可能地として約110ヘク 

タールあります。本町の基幹産業であります農業の振興上からもこの雀林地区の圃場整備事業の実施 

は欠かせない問題であります。そして、雀林地区の事業実施については本年が重要な時期になってい 

るのであります。この雀林地区の圃場整備事業の実施に向けて行政としての役割はどのように認識さ 

れているのか。また、事業実施に向けてのタイムリミットはどのように考えておられるのかお伺いい 

たします。 

 ２点目は、受益者の負担軽減についてであります。これまでも実施された地区、最近では高田中央 

地区、八木沢西部地区においても受益者負担の軽減があり、困難な中でも事業が実施されてきたので 

あります。この雀林地区においても現時点において受益者負担の軽減についての考え方をお伺いいた 

します。 

 ３点目として、雀林地区内は法用寺があり、この法用寺は会津歴史の重要な文化財として位置づけ 

られております。町長の施策でもあります農業と観光を結びつけたもので町の活性化を図っていく、 

すなわち先ほどの答弁にありましたように、新鶴インターが非常に良好な状態で進んでおります。こ 

の新鶴インターからの雀林地区の法用寺を含めた文化財を生かした中での観光政策とこの圃場整備事 

業を進めていく考え方があるかどうかお伺いいたします。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長、渡部英敏君。 



               〔町長（渡部英敏君）登壇〕 

〇町長（渡部英敏君） 22番の大竹議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 初めに、地域間の連絡バスについてでありますが、まず１点目の利用状況についてであります。こ 

の地域間連絡バスは、町村合併に係る当面のサービス提供を目的としてスタートしたわけであります 

。４月、５月の１日平均の利用者が12名程度でありまして、温泉利用あるいは病院へ行く人などが主 

に利用されている状況であります。３月の議会でもお答えしましたとおり、利用者も合併当初から見 

ますと少々ふえましたが、利用効率はよくありません。また、サービスが不公平ではないかという意 

見も出ていることは承知しております。 

 次に、２点目の今後の運行については、公共交通問題を解決する手段といたしまして、いわゆるデ 

マンド交通の導入を検討しておりますので、その維持管理を含め総合的な見地から見直しをしてまい 

りたいと考えておりますので、ご理解を願いたいと思います。 

 次の３点目の（仮称）福祉センターの運行についてでありますが、今後バス路線の整理に伴って交 

通弱者と言われる高齢者の方々の足の確保は重要な問題であると認識しております。その対策として 

、本年度大沼東部商工会広域連携協議会が事業主体となって新多目的交通システム導入検討調査事業 

を着手したところであります。この新多目的交通システムは、戸口から戸口への送迎サービスの提供 

を基本としており、医療機関、商店街への利用が見込まれていることから、福祉タクシーの役目を果 

たせるものと考えております。今後新多目的交通システムの先進地の調査、住民アンケートを実施し 

、利用ニーズを把握するとともに、費用対効果を検討し、平成19年度以降の早期導入を目指してまい 

りたいと考えております。 

 次の大型店の出店についてでありますが、国はご承知のように中心市街地のにぎわいの回復、大型 

店の周辺環境への対応、都市計画による大型店の適正配置という面でまちづくりの三法が平成10年に 

制定をしております。しかし、その後も中心市街地の居住人口や販売額は減少しておりまして、全国 

的に依然として厳しい傾向にあります。その要因の一つに大型店の郊外立地が上げられています。こ 

のような中、まちづくり三法が見直され、中心市街地活性化改正法が今年の６月７日に公布されまし 

た。都市計画法も平成19年度を目途に改正される予定となっております。 

 まず、１点目の湯川村での大型店の出店に伴う影響についてでありますが、当該店舗の事業内容ま 

では存じておりませんけれども、概念として申し上げさせていただきますが、周辺地域はもちろん、 

会津地域全体として消費人口が一定程度当該店舗に流れ、各地域の商店街における販売額が減少する 

ことは容易に想像できます。また、店舗は会津坂下町全体の小売面積に匹敵する規模であるというこ 

とから、周辺自治体での危惧は大きなものであろうと推察しております。会津美里町もその周辺自治 

体の一つでありますが、既に我が町は隣接する大型店での消費が顕在化しており、湯川村に立地した 

場合においても現段階では顕在化している消費人口を大きく上回ることは考えにくいと思っておりま 

す。 



 次の２点目の今後の対応についてでありますが、前段に申し上げましたように、まちづくり三法の 

改正は市街地の郊外拡張を抑制し、町の機能を中心市街地に集中させるコンパクトシティーの考え方 

に基づいた内容となっており、都市計画法の改正で大型店の出店等についてはブレーキがかかるもの 

と考えております。また、ご指摘の店舗が立地された中での本町の振興におきましても新町美里町の 

商店街活性化事業を強力に推し進めるとともに、地産地消運動の推進はもとより、観光の交流人口の 

増加を図る施策を展開し、かかる不安を解消してまいりたいと考えております。 

 雀林地区の圃場整備事業についてでありますが、まず１点目の行政の役割とタイムリミットについ 

てであります。圃場整備事業は、生産基盤及び生産環境の整備を図って優良農地を将来にわたって適 

切に維持、保全を図るために重要なことでございます。事業採択に当たっては受益者全員の同意が不 

可欠であることから、地権者や関係土地改良区等の協議を重ね、推進をしていくとともに、地域の合 

意がなされた後は事業採択、早期事業実施に向け国、県に対し私としましても最善の努力をする考え 

であります。また、圃場整備事業のタイムリミットにつきましては、要綱の変更等が予想されますが 

、当面継続されるため、事業実施予定箇所としては継続的に協議を重ねてまいりたいと考えておりま 

す。大竹議員にも今後ともご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 次に、２点目の受益者の負担軽減については、通常町は圃場整備事業費に係る５％を負担しており 

ますが、今後の事業につきましては受益者負担軽減のため高度経営体集積促進事業の取り組み等につ 

いて指導、支援をしてまいりたいと考えております。 

 次の３点目の法用寺の新鶴インターからの観光施策と事業の進め方につきましては、法用寺には会 

津地方唯一の三重の塔、国の重要文化財に指定されております木造金剛力士像など貴重な文化財が多 

く、本町にとっても重要な財産であり、観光資源でもあります。これらの観光資源につきましては、 

本事業とは別に新鶴インターを活用した本町観光の重点施策の一つとして積極的にその活用等につい 

て検討してまいりたいと考えております。 

 私からは、以上であります。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） まず、第１点目の地域間連絡バスについてですが、なかなか利用状況につい 

ても効率がよくないということで答弁されておるわけですが、問題点としてはどのようにつかんでお 

られるのかまず聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（大堀耕一君） 一つは、地域の皆さんに大いに利用していただこうというような配慮の 

もとで合併協議の中で実施したわけでございますが、やはり交通体系が整備されたというようなこと 

で自分の行きたいときに自分の車で用が足せるというのが一番大きな原因であろうというふうに考え 

ております。その中にあって、この地域間バスはいわゆる交通弱者等の配慮をしようというようなこ 

とでやったわけですが、それについても一定の人しかいないということで、そういうことが要因にな 



るのかなというような気がいたします。こういう状況下にありますので、今後は町長答弁で申し上げ 

たとおり、新交通システムとの考えをリンクさせながら、いわゆる費用対効果を含めながら検討する 

余地があろうと。ですから、自分が用足しをしたいとき電話をかければ来ていただけるというような 

交通体系が非常に利便性が上がるのかなというような気がしております。ですけれども、当面は地域 

間バスについてはそれらの方針が定まるまでは現行どおり運行していきたいというふうに考えており 

ます。少しでも利用していただくような啓蒙は図ってまいりたいと思います。 

 ３月の議会でも答弁申し上げてきましたが、冬になりますとやはり高校生の通学に利用されるとい 

うことで、その期間は多くなるというような傾向がございます。それらを踏まえまして、今後はより 

よい交通システムを確立するというようなことで、地域の住民の要望を聞きながらやっていかなくて 

はならないというふうに考えております。 

 以上であります。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） 地域間連絡バス等については、なかなか住民の方々の要望にこたえなくて、 

新しい新交通システムも町当局としても考えておるわけですが、この新交通システム、デマンド交通 

の導入は検討されているわけですが、今の状況等についてはどのような進捗状況になっているのか聞 

かせていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） 町長も答弁いたしましたように広域連携、広域連携と申しますと美 

里町の今商工会がそれぞれ３地域にございますので、それで連携というようなことでやっております 

が、その中で第１回目の事務局会議が終了いたしまして、今後については検討委員会、各団体等が検 

討委員会の委員を選びまして、そこに交通システムについてたけた専門家の方、福大の教授あたりに 

お願いをして進めたいということで第１回目の事務局会議が終了したところでございます。今後につ 

きましては、検討委員会を設立して、その中で細部にわたる検討をしてまいるというような考え方で 

ございます。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） 第１回目が開かれて前向きに検討されているわけですが、当面のスケジュー 

ルというのですか、当面のスケジュールとどのくらいな期間でこれを検討されて実施に向けてなされ 

ていくのか、その点について伺っておきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） このスケジュールでございますが、７月に第１回の検討委員会を開 

催いたします。それから、その検討委員会が主となりました住民の交通手段に関する調査、アンケー 

トです。アンケート調査を実施いたします。そのアンケート調査の実施を８月に回収いたしまして、 

その内容を分析をいたしまして、検討委員会を８月にも開催すると。それから、あとは先ほど答弁い 



たしましたように、商工関係の振興という部分も含まれておりますので、商業、サービス業の活性化 

研究会もあわせてその中で進めていきたい。それから、高齢者との懇談会です。アンケート調査のほ 

かにその懇談会も開催して意見を聞いていきたい。９月に入りますとその検討委員会の中で先進地、 

やっているところございますので、そういうところも研修に行って知識を高めていきたいというよう 

なことで考えておりますが、最終的に今年については３月までとにかく試験実施に向けた検討を重ね 

てまいって、19年度に入ってから実験運行に入ってまいりたいということで考えております。町長の 

答弁にもありましたように、19年の９月までには、なるべく早い時期と町長申し上げましたが、その 

バス路線の運行の事業の期間、会津バスの関係が10月から９月が一つの事業実施期間となっておりま 

すので、その切りかえ前までには方向を出して進めてまいりたいというような考え方でございます。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） ぜひこのデマンド交通、今のようなスケジュールに乗って町民の利便性を図 

っていく方向で検討していただいて、早急な実施に向けて実現していただきたいと思うわけですが、 

これは経費等軽減、それらも含めて今の中で検討されていくわけですが、それらについての負担軽減 

なり、町にとっての利便性というか、有利なもの、さらには町民の利用価値がなる、さらには周辺で 

実施されているところ、それらも含めて検討されていくだけですが、今の現在のこの認識としてそれ 

らの見通し等も含めてどうとらえているのか聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） その経費節減、町としての。の分につきましては、今路線バスを確 

保するに当たって会津バスに対して補助金を交付しております。なおかつ福祉バス、福祉バスにつき 

ましては３地域それぞれの運行になっておりますが、特に旧高田町地域、高田地域におきましては別 

事業会社にお願いして福祉バスを運行し、委託料を払っているというような経費負担もございます。 

そういう経費負担と、それからデマンド交通システムを導入した場合の経費負担を比較検討する必要 

があるということで考えております。基本的には、住民の方にとっては路線バスについては決まった 

時間に、その時間に合わせて住民の方は利用するという形になりますが、このデマンド交通でいきま 

すと、その住民の方の都合に合わせた交通システムがつくれるというメリットがございます。その分 

でその経費負担がどうなるのかという部分もございますが、そういうこともあわせて検討して町とし 

てはぜひ実施したいと考えておりますが、経費の面で今まで交通行政にかけていた経費を大幅に超え 

て経費負担が出てくるという場合については検討の必要も出てくるというふうに考えております。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） ぜひ前向きな形で検討を進めて実現の方向に向けて実施していただきたいと 

思います。 

 次に、大型店の出店でありますが、まず県でも大型店の規制を打ち出しているわけですが、さらに 

は先ほどここに答弁もありました大型店法について述べられているのですが、認識としてはどうこの 



大型店とあわせてこの法との関係で現時点で認識されているのか伺っておきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 大型店出店予想についての認識ということでございますが、先ほ 

ど町長が答弁したとおりでございます。町としまして湯川村がこれを誘致するということで、ご承知 

のとおり一生懸命やっていらっしゃるわけでございますが、美里町としましても湯川村さんはそれで 

もって活性化を図っていきたいというようなことで考えておりますので、それぞれの自治体がそれぞ 

れの活性化策を練ってやっておるところでございますので、美里町としてどうこうということを言う 

べきものではないだろうというふうに考えております。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） 情報といたしまして、各商工会議所、商工会等も含めてこれらの大型店の出 

店に伴う影響についても足並みをそろえて運動していると伺っているのですが、それらの情報なり認 

識等についてはどのようにとらえておられますか。また、本町の商工会、それらについてはどのよう 

な形で動いておられるのか聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 商工会関係の活動につきましては、以前会津若松市、市町村とし 

て会津若松市、それから喜多方、それから坂下というところで一応反対というようなことで意思表明 

はしていらっしゃるようでございますが、商工会におかれましても美里町の商工会については全員が 

その反対の方に賛同されて活動されているというような状況でございます。ただ、前段にも申し上げ 

ましたように、そういったような要請もございましたが、状況を確認した中で町としては対応したい 

のでということで今回についてはご遠慮させていただいたという状況でございます。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） その対策として、答弁としても新町美里町の商店街の活性化事業を強力に推 

し進めていくということで答弁されているわけですが、これらについては具体的には当面どういうふ 

うなものを考えておられるのか聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 美里町の商店街活性化事業ということで、現在町の合併後の事業 

の、高田地区につきましては門前町の整備事業ということで掲げてございます。本郷地域につきまし 

ては、観光を主とした町並み環境整備事業も含めた観光誘客事業というようなことで今後の活性化を 

図っていくということでやっております。新鶴地区についても全体的に今後美里町の商店街の活性化 

事業というものを商工会ともども再度検討しながら進めていきたいというふうに考えております。今 

まで先ほど述べましたようないろんな各種事業がございますので、それらを新たに、先ほど町長の答 

弁にもございましたように、観光交流ということを主体にしながら観光客を呼び寄せた中での商店街 

の活性化、それから地産地消を兼ねた農家の方々が一体となって商店街と一緒になって販売できるよ 



うなシステムづくり、そういったようなものを十分検討してまいりたいというふうに考えております 

ので、よろしくお願いします。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） 大ざっぱにはそのとおりだと思うのですが、具体的には当面考えられるこの 

地産地消の運動を、さらには今ほど課長答弁になりました観光交通交流人口の増を図りながら活性化 

を図っていきたいというわけですが、当面はどういうような素材というか、発展の素材というか、そ 

ういうのを見ておられるのか、それらについて聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 商店街の活性化ということで各商工会それぞれがいろいろ独自計 

画をつくりながら一生懸命努力しているところでございます。それらに沿った形で、また町としまし 

ては３商工会を一緒にした形でどのようにしたらもっと有効的な活用ができるのかということも考え 

ながら今進めている状況でございます。細部に具体的な例というふうには、ただいま私の方から申し 

上げるわけにもいきませんけれども、今後そういったようなことで進めてまいりたいということでご 

ざいます。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） では次に、雀林地区の圃場整備について伺っていきたいと思います。 

 この受益者の全員の同意が不可欠であるというふうに述べられているわけですが、ご承知のように 

土地改良法では３分の２以上でもう進められるとあるのですが、これらの根拠。全員の同意がどうし 

ても必要だというか、それらについてまず聞かせていただきたいと思うのですが。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 雀林地区の圃場整備事業についての同意についてでございますが 

、確かに国の方の部分では３分の２以上の仮同意があれば事業をやっていくような段階に入ってもい 

いということになっております。しかしながら、福島県の中では100％ということになっておりますの 

で、県を通さないと国の方は通っていかないということになります。それでどうしても100％の同意が 

ないと県の方に上げても採択していただけないという状況でございますので、ご理解いただきたいと 

思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） この間も地区の方々が本当に将来に禍根を残さないような形で今実施に向け 

て頑張っておられるわけですが、全員の同意、そのためにもやはり、ここで先ほど前段に申し上げま 

したように、行政の役割が今非常に大切な時期になっていると思うのであります。ですから、この皆 

さんができるような形というのですか、そうした場合には全員の同意になるような形というか、行政 

としては今現在どのような形でこの雀林地区をとらえておられるのか聞かせていただきたいと思いま 

す。 



〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 雀林地区につきましては、以前から、合併前からいろんな事業を 

推進するための努力をされてこられたということで私どもについても把握させていただいております 

が、その中で行政も一生懸命今までやってきたと思います。それで、反対される方、どうしてもやり 

たくないという方がいらっしゃってできない状況がずっと長く続いているという中で町も歴代の町長 

以下皆さんが一生懸命やってきたと思うのですが、その反対される方もまた逆に町の方においでにな 

っていろいろ意見をおっしゃっていかれるという状況の中で町としましてもいろんな方策はいろいろ 

あると思うのですが、その方策も聞くところによると、もう反対されている方に対してお話を申し上 

げたということも聞いております。一般的には、散在する所有者の水田を別に移して、１カ所に集約 

して地区除外をするとか、いろいろ方法はあると思うのですが、それらも既にお話をされてきたとい 

うことでございますので、町としてあとできるものは何かということになりますと、なかなか見つか 

らない状況でございます。やはり地域の方々が同じ部落に住んでいらっしゃるわけでございますので 

、その方々とどのように理解を深めながら同意されるようにしていただけるかというのが一番大事な 

問題なのかなというふうに思いますので、今後とも地域の方々にもう少し、今までも頑張ってきたと 

思うのですが、さらに努力を重ねていただきたいというふうに思うところでございます。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） 聞くところによりますと、雀林地区の方々も今いろいろな形で事業着工に向 

けて同意なりを展開していると伺っているのですが、担当課では差し支えなければそれらの状況につ 

いてどのようにとらえておられるのか教えていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 過日同雀林の区長さんがおいでになりまして、地域の方々全員お 

集まりいただいて仮同意を徴収したということでおいでになられました。それで、全地権者125名のう 

ちの122名の方から同意をいただいて、ぜひ進めていただきたいというような要望もございました。そ 

れで、私どもとしましても確かに県の方としては100％ではないと採択はできませんが、なお会津農林 

事務所さんの方にはおつなぎしておきますということでお答え申し上げて、過日農林事務所さんの方 

に要望に行ってまいりました。ただ、県としては私が先ほど申しましたように、どうしてもやっぱり 

100％同意をとっていただけないと採択とか、そこまで、申請まで上がれないということでございます 

ので、さらに努力していただきたいということで言葉賜ってきたわけでございますので、ご了承いた 

だきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） このような形で後顧に憂いを残さないためにも地区の方々が今頑張っておら 

れるわけですが、ここでもう一押しをしてやってこの雀林地区を圃場整備のできるような形、ここに 

も書いてありますように、将来にわたり優良農地を維持、保全するためにも必要不可欠であると考え 



るわけですが、町長としてもやっぱりなかなか残された方々は大変だと思うのですが、ここで決断を 

して、美里町としてもこの農業の振興上から不可欠な雀林地区の事業だと思うわけであります。です 

から、いろいろな問題は確かにどの地区においてもあったわけですので、それを乗り越えて頑張って 

やってきたわけですので、行政としても決断をしてやるべき方向で検討、住民の期待にこたえていく 

と、そういう決意、町長の。聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 町長、答弁。 

〇町長（渡部英敏君） 雀林の基盤整備の問題につきましては、町長として避けて通れない問題であ 

りますし、私は逃げているわけでもございません。私は、今回の地元の皆さんの熱意がひしひしと伝 

わってきますので、私も積極的に今後取り組んでいきたいというふうに思っていますし、先般も課長 

が県の方に行って事情を説明したり、そして今後最善の努力をする考えでありますので、ご了解賜り 

たいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） そこで、事業採択に向けて一つの方策として、この受益者の負担軽減と法用 

寺を取り組んだ中での雀林地区の百年の大計に立った事業実施も含めてできないのかと、そういうこ 

とも考えるわけですが、３点目の観光と農業を生かした進め方、これらについて担当課の考え方まず 

聞かせていただきたいと思うのですが。 

〇議長（鈴木 巖君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） ただいまのご質問のとおり、雀林地区には法用寺という立派な文 

化遺産もございます。それらを活用しながら観光誘客を図っていくということは当然町としても考え 

ておりますが、ただ基盤整備事業がなかなか進まないということになりますと道路も通せないという 

ことでございますので、町としては本当にあそこを活用してどんどんやっていきたいというふうに考 

えてはおるのですが、できるだけ先ほど町長が申しましたように、この基盤整備事業を早く全員から 

同意いただきまして、それから事業計画の中に入って、その計画の中で観光用道路も包括して計画で 

きるようになればなというふうに考えております。まず、第１はその圃場整備事業ができるようにな 

ることに努力していかなければならないのかなというふうに考えておりますので、なお一層今後とも 

努力させていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） 地元の方々も十分な形で努力しております。今ほど町長もこれを残してはな 

らないという形で表明されているわけですが、進め方としてその担当課として今後の取り組み方法を 

地元指導に入るに当たってどのような、先ほどの地元の方々との懇談を通しての認識も含めて聞かせ 

ていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 事業を実施するに当たりましては、いろんな先ほど申しましたよ 



うに、負担軽減の問題とかあるわけでございます。また、なおさら平成19年から大きく農政法も変わ 

りまして、いろんな面でこれから基盤整備がなされていない部分についてはデメリットが多く発生す 

るということございますので、一日も早くその基盤整備事業に着手できるように努力する中で、そう 

いうことができそうになりましたら先ほど出ました負担軽減、これについては補助金が通常は先ほど 

申しましたように町は５％、受益者が15％かかります。その15％を軽減するためにはどうしたらいい 

かということで今まで中央地区なり、本郷地区も本郷南というのがございます。そこでいろいろ皆さ 

ん工夫してやっていらっしゃいますが、本郷南につきましては高生産集積促進事業ということで利用 

権設定とか、作付連担の加算促進事業とか、その他ほかのいろんなものを取りまぜまして、その一事 

業をやるごとに2.5％ずつ補助金が来るようになっていますので、３事業やれば7.5％の軽減になると 

いうことになります。それのやるためには、地域の人たち、地権者の方々がやはり一緒になってその 

事業を促進していっていただかなければならないのですが、それらを含めながら今後そういうような 

時期になりましたら進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思い 

ます。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） このタイムリミットについて当面では要綱の変更、当面は継続されるという 

ことで答弁されているわけですが、今考えられるというか、その問題点、それらについてはこのタイ 

ムリミットの関係でどのように考えておられるのか聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） タイムリミットについてですが、現在県の方としましても大変こ 

の農業に力を入れております。それで、新たに発生する農地、水環境整備事業等も県の方も全面的に 

支援していくという状況の中で、やはり農村、これも守っていくということで考えておりますので、 

前回お邪魔していろいろお話をした中では、県としても最重点事業で考えているので、集約ができた 

ら、今までは新規採択というのは１件だけだったのです。年に１カ所だけ。それも最近では２年に１ 

カ所とか、そういうふうにおくれてきていたわけなのですが、新たに県の方もどんどん進めていきた 

いというふうに考えておりますので、上がってきたら会津の農林事務所でも努力して、できれば１年 

くらいで事業実施まで持っていきたいというような考えもおっしゃられておりましたので、タイムリ 

ミットとか、そういったようなことを考えないで地区の方々の理解と同意ですか、そういったような 

部分を最優先にお願いしたいなというふうに考えているところでございます。 

〇議長（鈴木 巖君） 大竹陽一君。 

〇22番（大竹陽一君） 最後に、この受益者の同意ですが、やはり担当課でも全員の同意が当面不可 

欠だと、そういうふうに答弁されているようですが、改めて今段階では強力に推し進めていくような 

形で進行されるわけですが、この全員の同意に向けての方策というか、関係受益者、さらには地元の 

役員の方々との懇談も含めて考え方を聞かせていただいて終わらせていただきたいと思います。 



〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 圃場整備事業につきましては、土地改良区という場所があるわけ 

でございます。土地改良区の方々がもう少し中に入っていただいて、いろいろご指導いただくという 

ようなことも必要かと思います。また、行政側で必要であれば行政の方でも行きまして、いろいろお 

話し合いに応じたいというふうに考えております。あと、反対される方と何度もお話はしてきている 

わけですが、行政側としても。要請があれば一緒に行ってお話し合いするということはやぶさかでご 

ざいませんので、そういったようなことございましたらご連絡いただきたいというふうに思います。 

〇議長（鈴木 巖君） これで大竹陽一君の質問は終わりました。 

 次に、通告第３号、４番、横山知世志君。 

               〔４番（横山知世志君）登壇〕 

〇４番（横山知世志君） それでは、私は３点ほどご質問をさせていただきます。 

 まず、町所有の土地財産の処分についてお尋ねします。特に高田工業団地、新鶴工業団地、吹上台 

住宅分譲地、これそれぞれ担当課が違うわけですが、共通点も多いので、重複する部分もあるかと思 

います。お伺いをいたします。これらの造成以来、町は売却処分についてそれなりに努力をされてこ 

られたわけですが、バブル崩壊以来、社会状況や長引く景気の低迷もあり、なかなか思うように進ま 

ない現状であるということは容易に理解をするところでございます。しかし、それらが本町の財政の 

圧迫の大きな要因であるということは事実であり、また町民の多くは遅々として進まない売却に不安 

と不満を持ち、この造成事業に対し多少の不信感となっていることは町長の耳にも届いていることか 

なというふうに思います。町のホームページ等にも詳しく公開をされておりますが、改めて残存する 

区画数と面積についてお尋ねをいたしたい。また、それらが財政上どのような影響をもたらしている 

かお伺いをしたいと思います。町長は、さきの定例会でプロジェクトチームの構想の答弁もされてお 

られますが、今後の施策について教えていただきたい。これは、担当の課が違いますので、あわせて 

でもいいですが、別々でも結構です。よろしくお願いいたしたいと思います。 

 次に、今ほど同僚議員が質問されておりまして、これらも重複すると思いますが、町の所有する各 

種バスの有効活用についてお尋ねをいたします。私の観点から地域間連絡バスあるいは福祉バス、通 

学バス、それぞれ各種のバスが運行されております。今一部地区で民営バスの廃止が決まっており、 

地区の住民は大変な不安を持っているところでございます。そして、その犠牲となるのが免許を持た 

ない方、あるいは高齢者、あるいは免許を持っていたのですが、高齢で返上したというような方々、 

あるいは家族で免許所有者がおっても仕事で朝行ってしまうと日中病院に行けないというような方々 

が今大変被害といいますか、不便をしているというところでございます。そんな観点から、このバス 

の活用については交通対策というよりも、むしろ福祉対策でなかろうかなというふうな感じも持つわ 

けでございます。あわせまして、小中学校の統合に伴い通学バスのさらなる運行が余儀なくされてお 

りますが、合併して新鶴地区、高田地区、本郷地区、それぞれ範囲が広くなったわけで、隅々とまで 



は行き届かないかもしれませんが、町長が常々言われるデマンド交通との掛け合わせで町民バスとい 

った行政の縦割りを取り払った総合的な交通対策をすべきではないのかなというふうに思います。第 

１次振興計画の中には新交通システムの導入と先ほどご答弁されておりましたが、改めてその辺につ 

いてもお伺いをしたいと思います。 

 最後に、自動体外式除細動器の導入状況についてお伺いをいたします。自動体外式除細動器、いわ 

ゆるＡＥＤの効果については既に全国各地で実証済みであり、一昨年から一般人にも使用が認められ 

て、今では公共施設を初め事業所、あるいは多くの出入りがある民間の施設まで配備をしている状況 

です。この春から県立高校が全校配置をするなど急速な普及が見られます。心臓が停止した場合、一 

刻も早い人工呼吸あるいは心臓マッサージが必要であり、あわせてＡＥＤの使用によりとうとい命を 

救うことになります。もちろん講習も必要なわけですが、これは専門的な知識のない方でも理解でき 

るものであり、私も２回ほど受講したわけですが、小学生でも理解できるだろうというふうにとらえ 

ております。本町では、本郷の湯陶里温泉ほか２カ所に配置されて今応急手当て推進事業所として認 

定を受けているのは聞き及んでおります。大沼高校については、配置はされましたが、今認定に向け 

準備中であります。高齢化が進む中、高齢者の生命を守るためにその他の公共施設等々においても設 

置をしていく必要があると同時に、本町も範囲が広くなりましたので、備えあれば憂いなしの例えの 

とおり広く普及を図っていくべきだろうと思いますが、それらの導入について現況と導入の政策につ 

いてお尋ねをします。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長、渡部英敏君。 

               〔町長（渡部英敏君）登壇〕 

〇町長（渡部英敏君） ４番の横山議員の一般質問にお答えします。 

 初めに、工業団地及び住宅分譲地の売却についてでありますが、まず新鶴工業団地につきましては 

２社との立地契約が成立し、約５万6,000平方メートルを分譲し、60.75％の分譲率であります。残地 

は約３万6,000平方メートルで、現在進出希望会社が２社ほどございます。今後残地が分譲された場合 

の金額は、１平方メートル当たり8,910円で約３億2,000万円程度となる予定であります。また、高田 

工業団地は21社が立地しており、９万3,500平方メートルを分譲し、55.83％の分譲率であります。残 

地は約７万4,000平方メートルでありまして、残地が分譲された場合の金額としまして、現段階で１平 

方メートル当たり１万4,520円で約10億7,000万円程度となる見込みであります。次の吹上台分譲地の 

処分状況については、全78区画を造成したところでありますが、現在56区画が売却済みとなっており 

、22区画、8,112平方メートルが未売却となっております。 

 また、財政に与える影響につきましては、新鶴工業団地及び高田工業団地につきましては造成費に 

係る銀行等からの借り入れ償還金はなく、現在国営会津宮川土地改良事業基金へ返済しなければなら 

ない残高が約８億7,000万円となっております。同基金の平成17年度末基金残高は約17億7,000万円で 

すので、現在現金としては約９億円ということになります。 



 過日お示しをしました財政計画では、平成22年まで財産売払収入は見ていないところでありますが 

、その後の国営事業償還負担金を考えれば工業団地売れ残り地の売却は財政運営上、真に必要なもの 

と考えております。吹上台分譲地につきましては、平成18年度から平成23年度までの銀行への借り入 

れ償還額が約２億円残っており、その償還については原則分譲地の売払収入を見込んでいるところで 

あります。財政計画では、分譲地の売払収入として毎年２区画程度と見込み、残分は一般会計からの 

繰出金を充当しておりますけれども、分譲地の売り払いには猶予期間はなく、毎年一区画でも多く売 

却することが必要と認識しております。 

 今後の施策におきましては、工業団地は県東京事務所等関係機関との連携を強めながら誘致活動を 

積極的に行って企業立地に安定した雇用促進に努力してまいりたいと考えております。具体的には、 

景気動向を踏まえて現在好調業種の自動車、電子部品、デバイス等の業種に的を絞ってダイレクトメ 

ール等により資料提供を実施し、場合によっては企業訪問等行って誘致活動を積極的に展開する予定 

であります。 

 吹上台の分譲地の販売促進対策につきましては、本年３月６日より分譲条件を緩和するとともに、 

現地の販売会の開催、ホームページを初めとする各種広報に努めてまいりました。また、社団法人福 

島県宅地建物取引業協会と宅地分譲販売促進業務委託事業に関しての協定を引き続き継続するととも 

に、町の出身者、ハウスメーカーに対し積極的なＰＲ活動を展開し、早期売却と定住人口の増加を目 

指してまいりたいと考えております。 

 続いて、町所有の各種バスの利用についてでありますけれども、現在地域間連絡バス、スクールバ 

ス、福祉バス、それぞれの利用目的によってバスを直接または委託運行を行っているところでありま 

す。これらのバスにつきましては、バス事業者が行う路線バスを補完する形態で運行しておるところ 

でありますけれども、路線バスの運行見直しが進められる中で会津美里町の総合的な公共交通サービ 

ス体制の早期整備が進められているものと考えております。 

 新多目的交通システム、いわゆるデマンド交通システム導入につきましては、３月の定例会におき 

まして170万の調査費をつけて、そして今商工会、町、それから県の商工会、連合会との連携をとりな 

がら調査をしておるところでございますので、できるだけ早くこの交通システムを導入してまいりた 

いと思っております。先ほど22番の大竹議員にお答えしたとおりでありますが、調査、検討事業に着 

手しておりますので、町所有の各種バスの運行については合理的検討を重ね、有効活用を図ってまい 

りたいと考えております。 

 次に、自動体外式除細動器の導入についてでありますけれども、心臓電気ショックの器械は本郷地 

区におきます温泉施設、デイサービスセンター、老人福祉センターということで３台備えつけてある 

のみであります。素早い除細動は突然死を防ぎ、社会復帰のかぎとなりますので、職場やたくさんの 

人が集まる公共の施設などに計画的に導入を図る必要があると考えているところであります。 

 以上であります。 



〇議長（鈴木 巖君） 横山知世志君。 

〇４番（横山知世志君） ありがとうございました。 

 まず、工業団地についてですが、私はやはり専門のプロジェクトチームが必要でなかろうかなとい 

うふうに考えます。民間からの登用も視野に入れた中で専門的に誘致、ＰＲをする部署を設置すべき 

だというふうにご提案を申し上げたい。行政事務の町職員が企業を回って誘致をするということは、 

まず効果はないのではなかろうかなというふうに思います。予算書の中にもいろいろあったようです 

が、企業立地支援セミナーあるいは企業立地推進協議会、果たしてどの程度が役に立っているのか疑 

問が残ります。また、工場設置奨励委員制度なんかも、これらは誘致が終わってからの委員というこ 

とで、これらもむだになってしまうというふうに思います。 

 先日宮城県の大和町で私ども広報委員会の研修をさせていただいたのですが、帰り際にそこの工業 

団地を見学させていただきました。仙台市が近いというような立地条件もあろうかと思いますが、総 

面積約300町歩、うち工業面積が200町歩のほぼ完売状況を見て驚いてきたところでございます。これ 

らの話を聞きますと、相当な優遇措置があったようです。これらについては、町の担当者の方にもお 

渡しをしておきましたが、価格的には１万4,000円台と本町とそう差はありません。ただし、専門の誘 

致課なるものを設置して企業に出向いて推進をしているということだそうです。自主財源率が38％台 

という大変優良な町だなというふうな感想を持ってまいりました。 

 これら町の大事な財産でございますが、宝の持ちぐされになるだけでなく、金食い虫にならないよ 

うな改めて専門チーム、プロジェクトの設置と今現在誘致をされている優遇措置の早急な体制と構築 

を望んでやまないのですが、そのあたりの再度見解をお聞きしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 企業誘致をもっと積極的にやるべきだというようなおただしでご 

ざいますが、合併しまして産業振興部問に商工観光ということで４月から室をつくってまいりました 

。しかしながら、まだやはり室といいましても名ばかりでございまして、今後についてはそれらの職 

員体制も充実していただきたいなというようなことで担当課の方からも要望しているところでござい 

ますが、これについても町としては対応していただくことで今考えていただいております。 

 企業誘致というものを、今議員さんがおっしゃったように、プロが行かないとだめではないかとい 

うことも確かにございます。しかしながら、企業誘致というものについては職員でも十二分に対応で 

きるものと私は思っております。それは、私自身も今まで経験ございますが、かなり企業を誘致する 

にはやはり誠意であろうというふうに考えております。ただ、環境整備が必ず必要になりますので、 

そこに行くのに土地の問題だけではなくて、その地域にどのような人たちがいるのか、それから交通 

の利便性、それから水の問題、そういったようなものをすべて勘案されてでは検討してみようかとい 

うことになるわけでございますので、確かに民間の情報は逐一必要でございます。今後につきまして 

は、現体制の中で今おっしゃられるような部分についてもいろいろ検討してまいりたいというふうに 



考えております。民間の情報網もどんどん取り入れながら、先ほど町長の答弁にございましたように 

、積極的に企業活動で企業訪問等も行ってまいりたいというふうに考えておりますので、当面はその 

ようなことで進めてまいりたいというふうに思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 横山知世志君。 

〇４番（横山知世志君） 大変力強いお言葉でありがたいなというふうに思います。企業の立地によ 

って地元の雇用がふえれば当然財政にもいい影響が及ぶわけでございまして、せめて人口２万5,000人 

の１割程度を雇用していただければ大変助かるわけでございますが、努力をお願いしたいと思います 

。ただし、もともとの地元企業が工業団地に移転するのでは意味がないわけですから、新しいほかか 

らの企業を誘致するというのが最大の目的でありまして、ホームページの情報公開も当然大事ではご 

ざいますが、今姉妹都市、友好都市、台東区なり楢葉といった、そういった地区の首長さんあたりに 

もそれぞれご協力を願ってぜひやっていただきたいなというふうに思います。 

 また、以前はあったというふうに私記憶しているのですが、情報者報酬制度についてはどのような 

考えだったか。今何かなかったような気もするのですが、それについて再度お聞きします。 

〇議長（鈴木 巖君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 工業団地の誘致についての情報提供と、情報提供ばかりではなく 

て、例えば不動産業者の方がそこに立地を成功させたということの場合のリベートということになる 

と思うのですが、旧会津高田町において会津若松宅地建物協会の方と提携をしておりまして、そうい 

う提携はやっております。美里町になりましてもそれは継続しているというふうな考えでおります。 

パーセントにつきましては、３％だったのかなというふうに思うのですが…… 

               （「2.5」の声あり） 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 2.5％のリベートを差し上げるというようなことで、現在もそれは 

継続しております。 

〇議長（鈴木 巖君） 横山知世志君。 

〇４番（横山知世志君） ありがとうございました。 

 それでは、住宅分譲地についてお尋ねをしたいのですが、これらもやっぱり私は思うのですが、工 

業団地と同様に専門のチームが必要でなかろうかというふうに思います。今会津若松市内を初めとし 

てあちこちで空き家が相当ございまして、空き家、空き地ございます。それらについてもそうそう売 

れているふうには思えないのですが、しかし本町の提示している価格よりは随分安いようですが、余 

り売れていないというような状況が見受けられます。前の分譲価格と今後の分譲価格も合わせなくて 

はならないというような事情も理解をできるのですが、果たしてそのままで販売が可能かどうか疑問 

が残ります。 

 北塩原に松陽台団地という村で造成した団地があるのですが、そこの入居者に話を聞く機会がござ 

いまして、そのご夫婦は会津若松市に住んでおったのですが、40代の共稼ぎなのですが、住宅購入の 



際、新鶴、吹上台団地と松陽台団地を見比べたそうです。環境については、新鶴も大変見晴らしもい 

いし、よかったのですがということで、価格半分だったのです、実は。４万8,000とかと言っていまし 

たか。そんなことで通勤は遠くなったのですが、どうしてもそっちに行ってしまったというようなお 

話をされておりました。価格で納得されたのだろうというふうに思います。 

 今本町の提示価格は、相場よりもかなり差があるような気もするのですが、現在までに入居されて 

いる方々とその辺の相場に合わせたいろんな話し合いを持たれ、理解を深めながら、条件緩和をしな 

がら売却をしていくべきではなかろうかというふうに思うのですが、そのあたりの考えをお聞きした 

いと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） 確かに横山議員おっしゃるように、やはり価格の分が一つの障害と 

いうふうになっております。今後方策いろいろ考えなくてはならないと思いますが、まず今前段町長 

がお答えを申し上げましたように、３月６日の分譲のときから条件を緩和をいたしております。今ま 

でですと、みずから住む者に対して分譲するとなっていたものを業者についても買って分譲できる、 

分譲できるというか、建て売りで売却できるようなふうに直しました。一戸建てではなくてアパート 

でもいいですよとか、そういう条件緩和をいたしましたが、さらに今後は支払いの面で分割制度など 

も取り入れたらどうかとか、まだ確定ではございませんが、いろいろ模索しておりますが、あと先ほ 

ど話のありました宅建の関係につきましては譲渡価格の３％プラス６万というような形の業務委託費 

というような、そういう協定を結んでいるわけですが、そのほかにやはり住民の方すべてが外交員に 

なってもらうような形の一般人も紹介していただいて、成約になった場合については御礼を差し上げ 

るみたいなことはどうなのかとか、いろいろ具体的な部分については今後考えていきたいと思います 

が、まだ確定ではございませんが、そういうさまざまな具体策を考え、今後検討してまいりたいとい 

うふうに思っております。 

〇議長（鈴木 巖君） 横山知世志君。 

〇４番（横山知世志君） 宅地、建物取引業界あるいは宅地分譲販売促進業界等々の協定ということ 

で先ほどもあったのですが、町内にも建築業組合あるいは建設業組合、左官業組合、それぞれの携わ 

る組合が数多くあるわけでございまして、町長もいろいろと顔を出されておると思いますので、今後 

そういった方々と情報交換をしながら早急に取り組んでいただきたいなというふうに要望いたします 

。 

 次に、バスについて、時間がありませんが、今子供が犠牲となる事件あるいは事故が相次いでおり 

まして、子供パトロールの協力者もあちこちいられるわけですが、私は前から申し上げているとおり 

、子供もお年寄りも同じバスを利用して、その同乗した中で言葉をかけ合いながら情報交換をして防 

犯あるいは地域教育に発展させていきたいというふうな思いを持っているのですが、そうすれば子供 

も大人もいい環境づくりができるのではないのかなというふうに考えます。さらに、保育所児童も一 



緒に利用させていただいてもらえれば保護者の負担も軽減されるわけで、さらなる効果が出てくるの 

ではなかろうかなというふうに思います。幸い本町にはタクシー業者あるいはバス業者もおられるわ 

けでございますので、それらの業者との連絡協議会というか、推進協議会というか、そういった会を 

持ちながら今後検討していただいて、民間人も含めながら早目の推進をお願いしたいと思いますが、 

改めて見解をお聞きしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） 横山議員ご存じのように、当町ではあらゆるバス、各種バスがござ 

います。今回の先ほど申し上げました新交通システムの検討委員会にあっては、スクールバス関係の 

教育委員会から、それから福祉バス関係、保育所送迎関係、幼稚園の送迎関係、福祉の分での関係で 

健康福祉の方の課長になるか、その担当の方の行政の職員も入れて総合的な交通システム、今ある、 

町が所有するバス、そういうものも当然視野に入れて合理的に運行処理を、すみ分けをするというよ 

うな作業が必要だろうというようなことで考えております。そういう意味から、検討委員会では十分 

その辺を検討いたしまして、それぞれの分野のバス利用について整合性を持って合理的に進めたいと 

いうふうに考えております。 

〇議長（鈴木 巖君） 横山知世志君。 

〇４番（横山知世志君） 先ほど大竹議員の方にも答弁されておりますので、これでバスについては 

省略しますが、最後にＡＥＤの導入についてもう一点だけお伺いいたします。 

 きのう、おとといでしたか、新聞報道で会津若松市内で25カ所の増設というふうなことで載ってお 

りました。今現在会津消防本部管内で相当数、40台近く入っているのではないかと思うのですが、そ 

のうちの４台が本町にあるということで普及は大変進みつつあるのかなというふうに思いますが、私 

がこれ提案したい本命は、福祉センター、デイサービス、湯陶里、大沼高校にしても町の中心部なわ 

けです。本来は、特に救急車の遠い山間部なり、遠い時間のかかるところに早急な配置が必要なので 

す。行政として今後年次計画のもとにその遠隔地にこそ多数の配備をしていかなければならないので 

はなかろうかというふうに思うのですが、１基約30万から50万します。いろいろあります。リースな 

どもあるようですが、そこで民間の企業あるいは施設に対してその導入に対して、あるいは講習会に 

対して普及を図っていく必要があるわけですが、そういった際に町で補助をしていく考えはあるかど 

うかお聞きして終わります。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（大堀耕一君） この除細動器については、私もこの役場の交通安全運転管理者の立場で 

講習を受けて、非常にこういう立派なものがあるのかなと改めて認識されました。そういうことでご 

ざいまして、今後はこの重要性を十分認識しながら、今おただしの件について検討させていただきた 

いと、そういうふうに思います。 

 以上であります。 



〇議長（鈴木 巖君） これで横山知世志君の質問は終わりました。 

 ここで昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

               休 憩  （午後 零時００分） 

                                             

               再 開  （午後 １時００分） 

〇議長（鈴木 巖君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 通告第４号、14番、山内須加美君。 

               〔14番（山内須加美君）登壇〕 

〇14番（山内須加美君） それでは、通告に従い質問をいたします。 

 まず、町長の政治姿勢についてお伺いをいたします。過日町内10カ所においてまちづくり懇談会が 

開催されましたが、前半だけ私出席させていただいたのですが、各地区の区長さんの出席が多く見受 

けられたように感じました。合併後初の本格的な住民との懇談会の成果と課題についてお伺いをし、 

今後の開催予定についてもあわせて町長の見解をお伺いしたいと思います。 

 次に、各支所において町長が定期的に住民との対話、交流の場を設けること、また町長が職員との 

意見交換等の機会を実現し、住民のための一体感ある行政を行うべきと考えますが、見解をお伺いを 

いたします。 

 ３点目、住民に対し職員の顔が見える親しみの持てる行政を行うために各庁舎別に組織図を作成し 

、各戸配布することが行政サービスの一環として当然必要と考えますが、見解をお伺いをいたします 

。 

 次に、職員の人事について異動希望調書の導入は適材適所の効率のよい住民本位の行政であり、必 

要と考えます。見解をお願いいたします。 

 次に、観光事業についてお伺いをいたします。平成18年４月の27日、観光協会設立総会において町 

長は観光協会会長を受諾され、その経過と町長との兼務することのメリットというものは何かお伺い 

をしたいと思います。 

 また、今後観光事業の本町における最優先の課題はどのようにとらえているのか見解をお伺いをい 

たします。 

 次に、住環境整備について２点お伺いをいたします。まず、排雪困難な狭い道路に対する除雪対策 

は、将来的に各地区、全地域について検討する必要があると考えます。消雪栓施設の設置の拡張また 

は無散水消雪施設の設置による優しい安心な町づくりを目指すためにも必要と考えますが、見解をお 

伺いいたします。 

 また、既存の消雪栓設備の早期点検、改修の着手と開閉栓担当者との協議についてどのような対策 

を考えているのか見解を伺います。 

 次に、せせらぎ公園に隣接している砂利洗浄場は、これ民間会社ではありますが、周囲の景観、環 



境のよさを考えたときに現状では課題が残ります。対策、改善を図る努力が必要であり、今日までの 

交渉経過と今後の対応について見解をお伺いをいたします。 

 最後に、前回３月の定例会においての一般質問に続き、一連の農振地域解除の手続による件につい 

て再度お伺いをいたします。まず、申請書の申請者の実態住所の取り扱いと転用しようとする事由、 

理由です。事由について適正と判断されるのかどうか。また、申請者に係る今後他の法令との関連を 

どのように対処されるのかを伺います。と同時に、本申請に係る農家住宅と一般住宅は農地法、都市 

計画法等の関係法規による相異点についてどのような判断なのか、それをお伺いし、質問を終わりま 

す。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長、渡部英敏君。 

               〔町長（渡部英敏君）登壇〕 

〇町長（渡部英敏君） 14番、山内議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 初めに、政治姿勢についてでありますけれども、まず１点目のまちづくり懇談会の成果と課題につ 

いて23番、武 議員に答弁したとおりでありますが、また出席者が少なかった点につきましては今後 

の開催の時間帯、方法等を工夫してまいりたいと考えております。 

 今後の開催予定でありますけれども、町内各地域で実施しました今回のような懇談会については時 

間を置いて実施をしたいと考えております。今後の展開としましては、各種団体、例えば農業団体、 

それから商工会とか、いろんな団体にこちらから出向いて時間をいただいて説明をしてまいりたいな 

というふうに思っておるところでございます。いろいろなテーマを掲げて、そして意見も交換を行う 

町づくりの意見交換会という名称になりますけれども、そういうものも実施、検討してまいりたいと 

考えております。 

 次の２点目の住民との対話、交流の場の設定、職員との意見交換の機会の実現についてであります 

けれども、各地域の住民の意見を的確に町政に反映し、一体感のある行政にするためにも直接住民や 

職員と意見交換できる機会をつくることは重要であると考えておりますので、前向きに検討してまい 

りたいと考えております。 

 次の３点目の各庁舎別の組織図の各戸配布についてでありますけれども、町の組織につきましては 

合併時の「暮らしのガイドブック」に各庁舎の案内及び見取り図、業務内容等について町民の方にお 

知らせをしているところであります。しかし、町民の方から各課等の電話番号がわかりにくいとのご 

指摘がありましたので、今回各庁舎ごとの課名、それから電話番号、係名、業務内容を記載しました 

「会津美里町役場 電話番号表」を作成して各戸に配布をしたところであります。ご質問の組織図の 

各戸配布につきましては、今回配付しましたので、電話番号表により対応していただきたいと思いま 

すので、ご理解賜りたいと思います。 

 次の４点目の職員の人事異動に異動希望調書を導入することについてでありますが、人事管理は職 

員の士気を高め、事務効率を増進し、住民サービスを向上させるためには大変重要な事項であります 



。職員の人事異動に当たりましては、一般事務職員の場合、長期間同一ポストに置かないものとし、 

技術職は専門職として異動しておるところであります。ご質問の異動希望調書につきましては、旧町 

において実施した経過がありますので、その結果等を参考に検討してまいります。 

 次の観光事業についてでありますけれども、まず観光協会会長を受諾の経過につきましては、会津 

美里町観光協会は旧会津高田町観光協会、旧会津本郷町観光協会を統合し、設立したもので、４月27 

日の設立総会においては旧新鶴村より新たな会員も加わって名実ともに一本化した観光協会として始 

動したところであります。しかしながら、会長の選任については観光協会の中で一本化に向けた調整 

を続けてきたわけでありますが、なかなか調整がつかず、総会開催予定日までに調整がつかなかった 

ところであります。このことから、過般観光協会幹部によります観光協会会長への就任の打診を受け 

、就任を受諾したところであります。 

 また、兼務することでのメリットについては、私自身は自治体の長が兼務することは本来の姿では 

ないと考えておりますが、今回会長選任の一本化に向けた調整がつくまでの期間を条件に会長就任を 

受諾したわけでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 また、観光事業の本町における最優先の課題については、当町の観光誘客を図ることが最優先の課 

題であると認識しており、そのためには受け入れ態勢の整備が急務であると考えております。現状の 

観光客の動向は、団体による観光から個人、グループによる観光に変化しており、その内容も多様化 

しております。それに伴ってこれまでのような施設立ち寄り型の通過するだけの観光でなく、グリー 

ンツーリズムあるいは体験、活動といったじっくり勉強、研究をしたメニューを豊富に用意して、そ 

して観光客の多様なニーズに対応できる受け入れ態勢も必要となっていきます。これらの課題を解決 

するには、行政や観光協会だけでなく、観光業者、宿泊施設経営者あるいは民泊などその道の専門家 

の意見を取り入れながら受け入れ態勢の整備を図って観光誘客の増加に努めてまいる所存であります 

。 

 住環境について、まず第１点目の狭隘道路の除雪につきましては、業者委託によります除雪及び直 

営による随時排雪により対応しております。今年の１月の豪雪の際には、地元建設業組合等のご協力 

により狭隘道路の除排雪をお願いした経過があります。今後の狭隘道路の除雪につきましては、昨年 

の除排雪の状況を検討しながら住民の要望に対処し、迅速な除排雪を実施してまいりたいと考えてお 

ります。 

 また、消雪施設の設置拡張につきましては、多大な建設費が必要な事業となりますので、今後のま 

ちづくり計画において財政状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。 

 次の２点目の既存の消雪設備の点検については、電力会社との契約が12月からということもあって 

例年12月に入ってから行っておりますが、早期に点検を行えるよう県と協議してまいりたいと考えて 

おります。 

 また、消雪の開閉栓管理人との協議につきましては、例年同様ということもあって前年度は行いま 



せんでしたが、委託契約時に降雪期におきます消雪施設の電源スイッチの操作方法を指示しておりま 

した。今後は、統一した操作が必要と思われますので、打ち合わせ会議の開催等について検討してま 

いりたいと思っています。 

 せせらぎ公園の整備の住環境の整備の砂利洗浄事業者との町の交渉経過等についてでありますけれ 

ども、この事業者と町との交渉は旧会津本郷町において国から阿賀川河川敷の利用とそれに隣接する 

町施設の整備を行い、住民憩いの場を整備しないかと提案があったのが始まりと聞いております。そ 

の後、旧会津本郷町では炎の郷整備構想を立ち上げ、隣接する地権者との用地交渉に入ったわけであ 

りますが、その地権者の中にその事業者が入っており、さまざまな提案をしながら交渉をしてまいっ 

たわけであります。しかし、結果として交渉はまとまらず、砂利洗浄場を残したまませせらぎ緑地公 

園整備及び温泉施設整備で事業は事実上終了し、その他の計画は新町まちづくり計画に反映をされな 

かったところであります。旧会津本郷町においては、合併を前にして景観、住環境の面から最終的な 

移転の話し合いを行いましたが、折り合いがつかず、白紙になったと聞いております。今後とも公害 

防止等の指導等は引き続いて行ってまいりますけれども、移転交渉については新たな材料が出ない限 

り難しいと考えております。 

 続いて、農振地域の解除の手続についてでありますが、１点目の申請書の実態住所の取り扱い等に 

ついては、農振地域除外は申請書が提出されますと農業振興地域の整備に関する法律に基づきまして 

申請内容を審査し、関係機関の意見を聴取いたしまして縦覧を供した後、福島県の同意を得て除外い 

たしております。したがいまして、おただしの件につきましても申請書の内容を精査いたしまして、 

適正に処理しております。 

 また、他の法令との関連につきましては、庁舎内それぞれ部署にて適切に指導してまいりたいと考 

えております。 

 次の２点目の農家住宅と一般住宅との相違については、明確な規定はございませんけれども、農家 

住宅は使用収益権に基づき農林業を営む者が建築主となる自己の居住用の住宅であり、一般住宅は農 

林業の事業を行わない方が居住する住宅というふうに認識しておるところであります。 

 以上であります。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） それでは、１点目のまちづくり懇談会の経過について、先ほど同僚議員の 

方からも午前中ありましたけれども、ダブる部分もあるかもしれませんが、再度お伺いしたいと思い 

ます。 

 何といってもやはりどうしても気になるのは参加人数、先ほど約105名、３地区ということでござい 

ましたが、担当課長については精いっぱいということで理解はしておるつもりでございますが、何し 

ろ２万5,000人の美里町の中で105名というものについてはちょっとこれで満足してはいけないのでは 

ないのかなというふうな感じをしております。何せ町長初め10カ所、私は前半３日間しか出ておりま 



せんので、その経過しか話できませんけれども、行政側は一生懸命説明し、また出席された方もそれ 

なりに自分の地区について非常に質問したり、いい会議でなかったかなと思うのですが、こういうも 

のをもう少し積極的に数多く、多くの方に参加していただく方法として、事前に周知徹底というもの 

は、それは再度、広報紙の中のお知らせ版ですか、小さく出ていましたけれども、事前に回覧板とか 

、そういうものはやはり徹底していかないとこれはちょっとまずいのではないのかなというふうに思 

うのですが、その辺についてお伺いをしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） 参加人数につきましては、前の質問でお答えしたとおりでございま 

すが、その周知、今回の周知につきましてはお知らせ版に周知いたしまして、なおかつその地域の、 

地区の区長さんに連絡をして声かえをしていただきたいというようなことでお願いをいたしたところ 

でございます。回覧等については別にいたしまして、１回だけではなくて、広報に載せて、それから 

またお知らせ版に載せるとか、目につく機会を多くして周知を図ってまいりたいというふうに思いま 

す。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） それで、午前中もちょっと出ましたが、トータル的な意見として学校統合 

とその他の意見が出たということなのですが、詳細については私なりに新鶴であれば、ちょっと長く 

なるかもしれませんが、浄化槽からの下水道の処理であったり、少子化問題であったり、これ学校統 

合と小中学校の一貫教育、そして支所機能のサービスの低下というものがありましたし、本郷におい 

ては職員の人員の削減、給与の見直し等、そして財政面から暗い話ばかりで非常に寂しいと、明るい 

話も必要ではなかったのかなという話も聞いております。高田町の方では、これ高田小学校地区なの 

ですが、納税組合の問題、やはり学校給食の問題、滞納の問題、そして議員の年金の問題、そして横 

町の門前町通りの構想の再度説明をお願いしたいというようなことの話だったと思いますが、そのほ 

か７カ所あるわけですが、こういう成果を行政だけではなくて、ここ議会だけではなくて町民の方に 

広報する必要があると思うのですが、その辺についての考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） その内容につきましては、今山内議員がおっしゃられたような内容 

も含まれております。全部羅列するわけにいきませんので、主にそういうものがあったということで 

申し上げたわけでございますが、その内容について行政の方でそれを参考にするために各課長につい 

てはお知らせをして、今後の行政執行について生かしていただきたいというような旨で各課長につい 

てはお知らせしたと。それを全住民にお知らせするというような部分でございますが、その部分につ 

きましては必要性とか、そういう部分を考えていった場合にどうなのかなと。それぞれの考え方があ 

るわけで、行政執行に当たってそれは参考にしてはまいりますが、皆さんにその分を全部お知らせを 

するという部分については考えさせていただきたいと思います。 



〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） 関心を持っていただくためにも私は必要であろうと思いますが、それは答 

えは要りません。 

 町長にお伺いしたいのですが、この懇談会を通じまして感じたことは、やはり実際財政的なものは 

非常に厳しいということは、これはもう多分町民の方たちもおわかりだと思います。どうしても金が 

ない、金がないという、本当に申しわけないのですが、金がないということ自体は町長も言いにくい 

わけですが、前も言ったかどうか知りませんが、わかってやっぱり町長に立候補されたということで 

ございますので、その辺はぜひ町民の方の立場に立てばそういう話は、せっかくの合併ですので、明 

るいというか、前向きの、財政も大変なのだけれども、それ以上に合併してこうなのだというものを 

私は町民の方たちは求めていたのではないのかなというふうな感じがしたものですから、その点１点 

と、あと合併してからそうなのですが、合併前もそうなのですが、参画と協働ということで言葉が、 

言葉というか、そういうことでよく話に出てまいりますけれども、懇談会を通じて感じるのは、やは 

り町の方では財政がないと、だから町民の方協力してくれというふうにしかとれないのですが、私は 

もうちょっと職員の方たちも、動員と言うとおかしいのですが、懇談会であっても各地区あるわけで 

すから、もう少し職員の方も出ていただくとか、いろんな形で、庁舎の中だけに職員の方いらっしゃ 

るのではなくて、やはり積極的に職員の方が働きをかけるということであって、どうも話を聞きます 

と、町の方はこの中にいて金がない、金がないと言いながら、これから今後いろいろな細かい部分に 

ついては何とか協力をお願いしたい、これではなかなか町づくりとして問題があるのではないかなと 

思いますので、この２点町長の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、渡部町長。 

〇町長（渡部英敏君） それでは、町づくりの懇談会、大変人集めが下手で、私から言わせると、ち 

ょっと徹底していないなという思いでございました。しかしながら、６月のこの12日に認定農業者の 

人が40名くらい集まりましたので、そこで30分ほど時間をいただきまして、私が説明をいたしました 

。それから、この27日には町の商工会の人たちが集まるということなので、今準備をしておるところ 

であります。実は、この17日にも旭地区で集まったのは80名ほど集まりましたので、ここでも30分ほ 

どお話を申し上げました。そういう人集めの方法がやはりうまくなかったのかなというふうに思って 

いますが、今度はいろいろ研究をして、そしてその方法、時間帯、いろんな形で研究してまいりたい 

と、こうかように思っています。 

 それから、いろんな問題が出ました。新鶴問題でも合併浄化槽の問題、確かに出ましたので、すぐ 

次の日に新宮川ダムの方と打ち合わせをして地元の人に説明をしたり、そしてすぐできるものは対処 

してやっておるところでございます。 

 それから、合併しましたので、金がない、金がないという話ばかりでまことに申しわけなく、私も 

だんだん貧相になって、そしてそんな思いでありますけれども、とりあえず１回目でしたので、合併 



の痛みを伴う部分といいますか、その部分をいろいろ説明をして、そして２回目からは何とか少し明 

るい話もできるような形になるのではないかというふうに私も思っていますので、ご期待していただ 

きたいなというふうに思っています。金のないときには知恵を出して、そしてやるのが一番であろう 

というふうに思っていますので、２回目からは余り暗い話をしないで一歩進んだような、やはり合併 

してよかったというような実感がわくような話もしないとうまくないのかなというふうに思っていま 

すので、そういう形をやって、そしていわゆる参画と協働の町づくりを一生懸命やってもらいたいな 

と、かように思っていますので、どうぞご理解賜りたいと思っています。 

 以上であります。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） それで、大体わかりました。 

 ただ、先ほどの、またちょっと戻るのですが、高田町が90人で、本郷が８人、新鶴が７人という非 

常に町長自身やはり長くそこの町で町長をやられた関係で私も歩いていたらいろいろ町長のそばとい 

うか、感じていますと、非常に高田の方たちには理解されているというか、顔なじみ、親しみもある 

ということ。イコールだからこの参加人数ということにはとらえたくないのですが、前回もお話しし 

ましたけれども、積極的に、本当にこの後の部分にも関連しますけれども、やはりぜひ定期的に、い 

いか悪いか、私はいいものはまねしてほしいのですが、旧本郷の場合は、これは毎月11日、ご存じだ 

と思いますが、ふれあいの町長相談日ということで、午前中だったのですが、設けておりました。そ 

ういうふうなことを今まで本郷町の方たちは、人数はまたいろいろ問題あるかと思いますが、やはり 

そういうことを積極的に町の方でやられるということは必要だと思います。ちょっと新鶴さんの事情 

はよくわからないと言っては失礼なのですが、同じように本郷も高田も同じような状況でとらえても 

私は間違いないのではないかなと思いますので、ぜひ、くどくは言いませんけれども、足を運んでい 

ただいて、いろんな形で。職員の方の方の話し合いとか、住民の方ということで、これはぜひ定期的 

に、できれば多い方がいいのですが、町長の仕事も大変でしょうから、月１回か２回くらいは最低お 

願いというか、やるべきだろうと思うのですが、それを町長の考えをお聞かせいただきたいと思いま 

す。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） 今ほどは、本当にありがたい話でありますけれども、私も時間があれば必ず 

月１回と言わずに、そういう定期的にやはり行かなければならないというふうに思っていますので、 

今のところ大体総会の時代も終わりましたし、今度そういう形で行ってみたいなというふうに思って 

いますし、触れ合いを深めて、そしてご理解願う日を多くとってまいりたいと、かように思っていま 

す。 

 実は、日曜日時間があると本郷の方に行ってかま飯を食べに行っているわけでありますけれども、 

かま飯だけでは見たということにはなりませんので、やはり随時今度は機会をとらえてなるべく足を 



運んでまいりたいと、かように思っています。よろしくお願いします。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） ぜひお願い、実現してほしいと思いますし、感じるのはやっぱり町長の後 

援者なりお知り合いの方というのは余りなかなかはっきり物を言わない。批判的なことではないと思 

うのですが、やはり声のない、声というのは私は大事だと思うのです。言いたくてもどこに言ってい 

いかわからない、それは我々議員としては町民の方の代弁者ということで立場あるわけなのですが、 

それぞれのやっぱり町民の立場もあるでしょうし、ひとつそういう意味では幅広く皆さんの声を聞い 

ていただければというふうに思います。 

 それで、次は職員の方たちの名前の入った組織図ということで、これは以前からある行政の方とお 

話はしていたのですが、電話番号だけで、要するに組織図の各係の電話番号だけで、名前までは、プ 

ライバシーというのですか、そういうものの問題があってなかなか出せないような話も漏れ聞いてい 

るのですが、町長、これ職員の方の名前ぐらいは私は出してもいいのではないのか、当然だと思うの 

です。できれば私なんか顔写真まで入れていただいて町民の方にわかってもらうと、これが本当のや 

っぱり顔の見える行政と、職員と町民の方の一体感ということで、別に悪いことしているわけではな 

いです。電話もらったり、いろんな方にしたって名前もわからない、顔もわからない、せめて名前わ 

からなければ顔ぐらいわかってもではないのですが、これ悪いことばかり使うのではないです。町の 

方だって感謝しているわけです。実際そのときにどなたがということだって聞いてもわからないとい 

うケースもあるのです。そういった意味も、ちょっとずれますけれども、せめて名前くらいは載せる 

のが当然だろうと思いますが、町長、どうでしょう、考え方として。これ何かプライバシーと、私は 

非常に公務員の方はというか、職員の方にプライバシーというのは確かに給料の問題とか、家族構成 

とか、もろもろあるのですが、これをちょっとはっきりしていただきたいと思うのですが、お願いし 

ます。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） 私も今話聞いていて職員のプライバシーだということはないと思いますので 

、今度検討して名前を、責任を持つと。個人的にも仕事にも責任を持つということで、やはり名前は 

はっきり書いた方がいいのではないかと思います。私もこうやって写真入りでやっているわけであり 

ますので、正々堂々とやらなければならないというふうに思っていますので、ぜひ検討してまいりた 

いと、かように思っています。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） ぜひそれは早急に実現してほしいと思いますので、前向きというよりも実 

現をお願いしたいと思います。 

 それで、次に観光問題の会長の受諾の件でございますが、ぎりぎりまでと今説明ございましたが、 

一本化にできなかったということ。これは、実は観光協会だけではなくて、ほかの団体等もなかなか 



やはりこれは合併時の大きな問題ではなかったのかなというふうに思います。ただ、この観光協会に 

関しましては、これから町長も農業と観光ということでうたっている手前、手前というか、うたって 

いるわけです。これはっきりした組織の中できちっと会長を立ててやるべきものがこれからの町づく 

り、それは町民の方たち、ましてや対外的にやっぱり示せるものではなかったのかなというふうな思 

いもします。早急にという答えはいただきましたけれども、その辺の話をもう一度町長の考え方をお 

聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） ほかの町村を見ますと、兼務している方も中にあるわけでありますが、私の 

考えはやはり自治体の長が兼務するというのは本来の姿でないという考え方です。何でもかんでもで 

きるわけではありませんので、やはり分担をして、そしてやると。全部町長がやるのではなくて、そ 

ういうものをそういうベテランの人に任せてお願いするという形がやはり大切だなというふうに思っ 

ていますので、とにかく一本化に向けた調整がつくまでというような考え方でありますので、そんな 

に今のところそういういつまでもという考えではありませんので、ご理解賜りたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） そんなに期間的に長いものではないと言いながらも任期というのは２年と 

いうことになっておりますので、できればもう本当に、今月ではないのですけれども、早目にやらな 

ければならないのではないかと思います。何といっても、町長も自覚というか、されていると思いま 

すが、町の方から2,942万何がしかという観光協会に町から補助金として出していると。町長がみずか 

ら予算執行しながら受けるということ自体がやはりこれは本末転倒ではないのかなというような感じ 

がしますので、ぜひひとつ、早急にといっても２年間まさかやるつもりはないのではないかと思いま 

すが、その辺再度、しつこい、くどいようでございますが、再度お聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） この町の観光行事、一連の観光行事が各町村に一つ一つ大きなものがあった 

わけでありますので、その一つ一つを消化して、そして一本化に向けて調整してまいりたいと、かよ 

うに思っていますので、もう少し時間がかかると思いますけれども、そんなに長くやるつもりはござ 

いませんし、いつでもしかるべき人がいればかわって、そしてお願いをしてまいりたいと、かように 

思っています。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） 観光問題の中で、一種の町のトップであり、観光協会のトップということ 

で、観光事業そのものについてですが、あり方として観光協会の会員なり役員の方はいらっしゃいま 

すけれども、ある意味では人口２万5,000の中で大きいと言えば大きいかもしれませんが、ありとあら 

ゆる角度の各層の方にやはり集まっていただいて、町長自身の観光事業に対する一つの諮問機関とい 

いますか、そういうものを設置すると。ということは、これからはやっぱり女性の方が半分いらっし 



ゃいますし、観光協会のメンバー見ますと、正直言って少ないのです。ですから、私はさっきのまち 

づくり懇談会の中でも申し上げましたというか、町長も話しされましたけれども、やはり各種団体と 

いうことをおっしゃっています。当然ＰＴＡの女性の方が、私はいつもこの方たち、女性の方ほかに 

もいろいろ年配の方いらっしゃいますから、ＰＴＡにこだわるつもりはありませんが、ただお嫁さん 

とか女性の方はやはり地元で育った方もいらっしゃいますでしょうけれども、よそから来ているとい 

うことは、これすごい情報量なのです。いろんな意味で参考になるのです。男性もいないとは言いま 

せんけれども。ですから、女性を対象にした、中心にしたといいますか、幅広く、ですから観光その 

ものが商工会、観光、本郷ですと窯元、農業関係、ありとあらゆる人を観光協会の考え方、要するに 

どういう町をつくるのか、それ目玉です。そういうものは、幅広く若い人から年寄り、欲張りですけ 

れども、そういったことにしていかないと、いつまでたったってこの会長の人事が決まらないという 

のは、結局高田は高田、本郷は本郷、新鶴は新鶴と満遍なくということ自体はやっぱり個性が出てこ 

ないと思います。そういう意味で幅広くという意見が私は考えているのですが、町長の考え方をお伺 

いしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） まさに今男女共同参画社会の推進をしておる途中でありますから、やはり女 

性の力も大変必要だろうというふうに思っています。したがいまして、幅広く皆さんに集まっていた 

だいて、そして今度の集まりの中で私からもいろいろ説明をして、それでご理解賜って、そしてしか 

るべき一本化に向けて調整をしてまいりたいなというふうに考えていますので、ご了解をしていただ 

きたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） それでは次に、住環境について移りたいと思いますが、冬期間の消雪管、 

私は長い目で見たときには除雪車によっての除雪もいいのでしょうけれども、４メーター以上といい 

ますか、そういう生活道路、あとは歩行者専用、それと通学路の問題等、こういう部分についてはや 

はり除雪車というか、ロータリー使わないまでも何かひとりでに、無散水ということであれば一番い 

いのかと思います。実際この整備をすると３町村の該当するものというのは莫大なの、それわかって 

おりますが、経費のかかるのわかっておりますけれども、その辺は今から検討しておいて、やっぱり 

町並み整備の一環と一緒に整備できることだってあるのではないのかなというふうに考えるのですが 

、その辺専門家というか、行政としてどのようにお考えなのかお話を聞かせていただきたいと思いま 

す。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、建設課長。 

〇建設課長（長谷川 緑君） ただいまの無散水消雪施設のおただしでございますが、現在のところ 

では通行量が多いところ、あるいはにぎわいのあるところというようなことで、モデル的といいます 

か、そういうような設置の仕方はされているようでございますが、やはり一般の道路にというのはな 



かなか今ほどのご指摘のように財源的にも無理な点がありますので、昔歩道の除雪車というのはなか 

ったわけですが、最近は歩道の除雪車まで補助が出るような時代にもなってきましたので、将来的に 

はそういう時代も来るのかなとは思いますが、現在のところそういうメニューもなかなか厳しい状況 

にございますので、将来に備えてということであれば検討の余地はあろうかと思いますので、ご理解 

いただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） 今後の検討ということで、この暖かいときに雪の話もなんですが、ぜひひ 

とつ考えてもらいたいと思います。 

 ちょっとこれは消雪栓の本郷地区に関しての質問で申しわけないのですが、実際その地下水が十分 

なのか、不十分なのかというようなことをいつも毎年シーズンになりますと適正といいますか、正常 

に働いていないという問題がございます。この地下水の現状というのですか、十分なのかどうか。足 

りなければ当然新しい場所にそういうものを地下水を掘るとかということが必要だと思うのですが、 

住民の方にお聞きしますと、やはり全体の地域の中で何カ所かはそういう地下水の足りないような状 

況があると。もう少しふやしてほしいというような声もちょっと耳にしておりますが、その辺につい 

ての把握はどうされているのか。 

 また、当然消雪栓につきましては県道であったりということなのですが、いつも県が町におろして 

いるのでしょうけれども、もう最近はやはりこの分権時代の中でこういうものは町に放して権限を移 

譲、よく言うゆだねるのではなくて移すということ、権限を全部移してもらった方が住民にとっても 

よろしいですし、皆さんにだってやりやすいのではないかなというふうな考え、お金の問題あるので 

しょうけれども、こういうことは不可能なのかどうか。その辺の考え方をお聞かせいただきたいと思 

います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、建設課長。 

〇建設課長（長谷川 緑君） 既存の消雪施設、特に本郷地域ということでございますので、本郷地 

域に限ってお話し申し上げますと、確かに水位も下がっているという部分ございますが、全体的に配 

管も老朽化しているという部分で特に末端部分に行き届かないというようなことで消雪機能が十分に 

果たしていないというような状況の中で、関係あるわけでございますが、今ほどのように町の方にと 

いうお話でございますが、県の方は喜んでよこすと思いますけれども、実際の話は新品というか、新 

しいものに変えてよこしていただきたいと。そういう考えになりますと、県の方もなかなかそこまで 

はいかないということで、現在のところはその消雪施設の電源の切りかえ、それから点検等は町村で 

やっていますが、電気料等については県でもって、あと修繕等については県でというようなすみ分け 

の中でやっている状況でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） または今の課長の話ですと、県は県の事情があり、町の方は町の事情があ 



るとなったら、やっぱり住民、住んでいる者はどうなるのかという話になってしまうのです。その辺 

をやるのが行政なのだろうと思うのですが、実際今の話聞いて町長どうなのですか。新しくしないと 

町は受けない、そういう話というのはちょっと私理解できないのですが、町長トップとしてどのよう 

にお考えなのかちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） 町民にすれば、これが県道で、これが国道で、これが町道だということをわ 

からない人がほとんどではないかと思います。私もずっとやっておりますが、そういう感覚でいる人 

が多いので、大変困っているわけでありますけれども、高田町の町の中は国道401が通っておって、今 

年の消雪パイプはケヤキの木の部分を県の方で全部取りかえて、新しくしていただいたわけでありま 

すが、県の方も予算がなくて本郷の方まで手が回らなかったのかなというふうに思っていますが、町 

で県につないでやっているわけでありますけれども、いわゆる町民の人はわからないということなの 

で、すべて私のところに今来ておるという状態でありまして、私も対処するのにいろいろ苦労してや 

っておるというのが現況でございます。 

 以上であります。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） そういうことで、町長は直接住民の方からの吸い上げの中で即対応してい 

ただくということで、本郷の方でも支所長を通じまして要望したものが随分実績といいましょうか、 

やっていただいているということで感謝もしているような方も多くいらっしゃいますので、そういっ 

た意味でもう少しまた頑張っていただいて、リーダーシップを発揮していただきたいと思います。 

 次に、せせらぎ公園の砂利採石場、これまた本郷地区のことで大変恐縮でございますが、やっぱり 

今のお話ですと打つ手がないという、これは当然民間相手でございますので、これは一方的な話ばか 

りでは無理なことと思いますが、毎年これ私も本郷のとき14年か、平成14年に１回質問させてもらっ 

たのですが、お茶会の５月の第１回目に始まったときにお茶屋場の部分と一番上の二の丸ですか、あ 

の場所からの景観というのは非常に阿賀野川を見て、見おろす眼下に、本当に景色はいいのですが、 

真下に行かれている方は、多くの方はわかると思いますが、あの状況を見たときにせっかくのいい本 

当の環境のすばらしい町、本郷町なり美里町が果たしてどうなのだとやっぱり素朴な疑問というもの 

は当然あるのだろうと思いますし、多くの方がそう考えていると思います。そんなことで、ぜひ時間 

を見ながらと言うとおかしいですが、これは代替の問題が一番大事なのではないのかなというような 

感じはしますが、町長の顔の広いところでさらなる決意をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） 実は、私も砂利のプラントを持っていまして、業者とは随分昔から懇意にし 

ておるわけでありまして、なかなか駆け引きが強くて本郷町との話し合いがうまくなかったのかなと 

いうふうに思っています。しかしながら、なるほど、もうそのもの自体も古くなっていますし、本当 



に汚いような状態であろうというふうに思いますが、今後は機会を見てひじついて話し合いも私もや 

ってまいりたいなというふうに思っています。いつも集まって話しするとそのような話でいましたの 

で、私もずっと知っています、中身は。しかしながら、あのとおりでありまして、なかなか移転交渉 

にはいかなかったのかなというふうに思っています。しかしながら、望みを捨てないでやってまいり 

たいと、かように思っていますので、ご理解賜りたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） 最後の農振地域の解除の手続についてなのですが、今回についても適正に 

というふうな解釈になるのかなと思うのですが、実は３月の定例会の後に情報公開等によりまして申 

請書等見せていただいたのですが、本当に残念なのですが、この方の申請されている住所というもの 

は町営住宅の方に住所がありまして、実は20年間、20年間以上だと、正式にはわかりませんが、とに 

かく20年以上住んでいないという事実があるわけです。こういうものについて果たしてこの申請とし 

て適正なのかどうか。 

 さらには、15年の５月の農業委員会についてのものなのですが、一部３条の賃借権を設定するとい 

う部分でありながら、その方はもともとの所有者の方にその後もつくっていただいているような、そ 

ういう状況の中で果たしてこれ農地法の正式な手続なのかどうかというふうに考えているのですが、 

その辺正式な再度お話をお聞かせいただきたいと思います。本人のために、申請者のためにどうのこ 

うのではなくて、これは後々このまま継続して一応適正、正しいのだということで将来的に家が建っ 

ていくとなったとき、その申請者の方にもいいことでは決してないと思うのです、これは。やはりし 

かるべきそういう部分については、これはだれがといっても行政の方たちが町の方で対応しなければ 

だれも手出せないのです。それがあえて私からいえば、皆さんが、担当の方が適切ですと言われれば 

、これはどうしようもないという本当に平行線なわけなのですが、私はこれは大事な問題でございま 

すので、続けて質問させていただいたのですが、事実としてそういうことがあるということについて 

、これも含めて適正なのかどうかということについて再度お話を聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 前回からの農振除外についてのおただしでございますが、答弁の 

中にもございますように、担当課としましては適正に行われたというふうに考えております。 

 また、議員がおただしのように住んでいないというような部分につきましては、町としましてはそ 

の申請者の住所地、住民基本台帳上の住所地でもって申請してございますので、それを信用して、信 

用するというか、それが当然でございますので、それでもって農業者になっているということが確認 

されておりますので、受け付けをしているということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） いや、申しわけないですけれども、それは理解できないです。大体20年来 

住宅に入っていないって、これは住宅法の問題も出てきます、これは。 



 そして、さっきも言いましたけれども、３条の賃借権ということで、これはちょっと私勉強不足な 

のですが、そういう手法が正確なのかどうかという問題です。３条の賃借権で貸しておきながら、そ 

の方が結局農業をやるために50アールを求めたわけです。その方がやる形跡もなくて、またその方に 

、もともとの所有者につくっておいていただくなんていうことは、これはあってはならないことだろ 

うと思います。 

 あとは、住宅に住んでいる方が普通に考えれば、その方が５反歩を求めて農業をやるという方は日 

本国中の中でゼロとは言いませんが、普通に考えればだれが見てもこれはちょっと理解できないとい 

うふうに考えております。 

 そして、あとは、これまたもう一つ、この方が例えば相続したとか、20年前とか、かなり前から農 

地を取得というか、持っていて名義になっていたものを10年、20年たった後に家建てるところがない 

からというのであれば、これまたある意味では正解かなというような感じがするのですが、どれにも 

当てはまらない中で今回この２年間の間にこういうふうなことがどんどん、どんどん進んでいって、 

町の方で適正であるということについては私は本当に理解できません。 

 この件について町長は前回も、私も今回質問されているんですが、中身についてはどうですか。こ 

れ一応理解と言っては失礼ですけれども、行政としてあるべき姿として私はおかしいと思うのですが 

、その辺あと助役も差し支えなければ、本郷町の当時の助役でもいらっしゃることですし、これもず 

っと一連の中でわかっていると思いますが、その住宅入居の問題との絡みもございますけれども、そ 

の辺についての整合性はどうでしょうか、質問します。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） 先ほども答弁しましたとおり、申請書が出て、そして除外をして、そしてや 

っておったということで、適正に今処理されておったというふうに私は理解しておるところでありま 

す。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、助役。 

〇助役（中村文夫君） 今町長が申し上げたとおりと同じでございます。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） いや、答弁はそういうふうになっております。ただ、今私が申し上げまし 

た四つの件、町営住宅の、これは会津美里町町営住宅管理条例の中でもちゃんと書いてあるのです。 

入居者の保管義務の問題ですとか、住宅の明け渡しの問題ですとか、現在そういうものにも絡んでく 

るわけなのです、これは。だから、農地の問題だけだからいいのだということではなくて、ひっくる 

めた中での対応というのは町としてはもう一度再確認、再精査していただいて、やはりしかるべき回 

答を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、建設課長。 

〇建設課長（長谷川 緑君） 町営住宅の入居のことでございましたので、私の方から答弁申し上げ 



ますが、申請者につきましては現在の工場は事務所ということで確認しておりますので、住所地は住 

宅というようなことで申請されている部分でございますので、実際上のことはいろいろあるかと思い 

ますが、実態として町営住宅に入居者があそこで経営されているということでございますので、ご理 

解いただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 産業振興課長。 

〇産業振興課長（五十嵐賢次君） 先ほど今回の該当者が５反歩を取得して農業を営むのはおかしい 

というようなご発言ございましたが、ご承知のように今国の方としましては新規就農者をどんどん歓 

迎しております。日本全国でサラリーマンから新たに農家になりたいという方が大勢いらっしゃいま 

して、その方々についても借地または所有地合わせて５反歩以上あれば農業者として認めるようにな 

っておりますので、それは往々にして今後とも多く出てくるものとも思いますし、今までも多くあっ 

たものと理解しております。 

 それから、農業委員会の方で耕作しているというふうに認めたものでございますので、私どもがと 

やかく言うものではございませんので、その辺についてはご理解いただきたいと思います。 

 それから、２年間の間にというのも農家の方々の所有権の問題でございますので、１年であろうが 

２年であろうが農家として認められたものについては農業者としての法的な権利は得られるというふ 

うに理解しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 山内須加美君。 

〇14番（山内須加美君） 立場上そういう話ししかできないのでしょうけれども、私はやっぱり一般 

町民の立場に立ちますと、役所として行政側よくあることなのですが、実際形式的にあればいいのか 

という場合と実態的に中身はどうなのだということで、両方で行政の方は対応されるわけです。やは 

り真実に基づいて条例もあるわけですし、我々法規もあるわけです。それにのっとってやっていかな 

ければ我々町民といいますか、地元に住んでいる者にとってはだれを信頼してやるかという問題が一 

番大きなポイントなのです。大事なことなのです。だから、この部分において、農業委員会がどうだ 

からとか、別な問題２年間やったから、今の話は全くそれは問題です。問題ですというのは、ちょっ 

と納得できません。実際、町長、これは再調査するというような形で検討していただきたいと思うの 

ですが、いかがでしょうか。やっぱり後々これは非常に大きな問題といいましょうか、いろんな形で 

、何度も言うように、申請者の人の立場に立った場合はぜひ今の時点で解決してあげるということが 

重要だと思いますが、再度いろいろ話をしましたけれども、町長のお話を聞いて質問を終わりたいと 

思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） 何回となく説明して私もここで聞いておりましたけれども、粛々とやってお 

って問題はなかったのかなというような認識でありますが、再度調査することはやむを得ませんので 

、調査してよく理解されたらよろしいかと思いますので、どうぞ私の方もそれに対処してまいりたい 



と思います。 

〇議長（鈴木 巖君） これで山内須加美君の質問は終わりました。 

 通告第５号、11番、佐治長一君。 

               〔11番（佐治長一君）登壇〕 

〇11番（佐治長一君） では、質問通告に従いまして私なりの質問をさせていただきたいと思います 

。 

 まず、第１点目でございますが、財政問題についてお伺いをいたしたいと思います。今月１日、財 

務省が発表した税収実績によりますと、2005年度の国の一般会計税収は４月末までに納入された累計 

で前年度比6.8％増の40兆9,999億円に達し、６月にも確定する国税収入は最終的には49兆円台に乗る 

可能性が出てきたと言われ、さらに景気回復に伴う自然増収で06年度以降の税収見通しも上積みされ 

る公算が大きいとのことであります。本町においても昨年度の収入の確定申告事務も終わり、今年度 

の税収入の全容も明らかとなり、本年度の本町に対する普通交付税の額も予想されることと思います 

。景気回復の流れがある中で本町においては18年度当初予算案編成作業時に予想した内容と比較し、 

作業が終わった段階での実際はどうだったのか、まず１点お伺いいたします。 

 ２番目に、景気回復したと言われる中で実態は格差が拡大されていると指摘されています。本町に 

おける住民の皆さんの収入状況を分析すれば実態はどのようになっているのかをお伺いいたします。 

 ３番目に、収入を得ることができず、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができない場合、 

国の生存権保障義務による生活保護の実態があるわけですが、格差拡大が進む中で収入にも格差が出 

てきている現実の姿をどのように考えておられるのかお伺いいたします。 

 ４番目に、ずばり今年度の本町の町税収入は幾らになるのか。また、普通交付税は幾らになるのか 

をお伺いいたします。 

 最後に、強い者だけが生き残り、もうけ主義だけでは地方自治体は維持できないし、生きていけま 

せん。国土の80％が山林で、山合いで過疎化、高齢化が進む中、景気回復で過去に例のない増収、増 

益と言われますが、企業、城下町でない多くの自治体は交付税に頼るしかありません。先月31日に東 

京都内で地方六団体は地方自治危機突破総決起大会を開催し、削減前提の交付税見直し断固阻止など 

を決議しましたが、我々も含め今後も運動の強化が必要と考えますが、考えをお伺いいたします。 

 ２番目に、行革大綱、財政改革についてお伺いいたします。先般行革大綱と財政計画について当局 

より説明を受けたわけでございますが、議会、職員、町民の多くの関係者の理解を得、共通認識を持 

ってもらうためにも個人情報以外はすべてを出して議論すべきであると考えているところでございま 

す。合併までの３町村はもとより、多くの自治体は昭和の合併後それぞれの首長の考えにより行財政 

の執行をし、町づくりをしてきたわけでございますが、行革大綱によれば平成18年度にすべての事務 

事業についての総点検を実施するとありますが、私はその前に答申を求めるための試案づくりに当た 

り合併までの各町村の行財政執行に対する総括の議論はあったのでしょうか、まずお伺いをいたしま 



す。 

 ２番目に、現在庁舎は分庁舎方式をとっているわけですが、昨年は大雪に見舞われることもありま 

すが、それぞれの地区で聞かれることは役場の存在が遠くなってしまったと感じていることです。電 

話番号簿が配布されましたが、電話番号が当時はわからなかったと。あと庁舎間の移動が大変だなと 

の声がありましたが、庁舎のあり方についての検討はなされたのかをお伺いいたします。 

 ３番目に、定員管理についてお伺いいたします。大綱によれば平成17年度を初年度として平成22年 

４月までの５年間で現在数の17.3％、52名の減員を図り、平成22年４月１日現在で248名にするとあり 

、21年度に10名の採用予定とありますが、具体的内容の説明をお伺いいたします。 

 ４番目に、合併の各町村の起債制限比率、公債費負担比率、経常収支比率に占める公債費の割合は 

、また経常経費に占める人件費の割合はどうだったのかをお伺いいたします。 

 最後に、主立った繰出金の内訳と標準財政規模に対する繰出金の比率はどのようになっていたかを 

お伺いをいたします。 

 ３点目、介護保険制度についてお伺いいたします。介護保険全般、特に昨年改正されました中身で 

10月からは居住費、食費等が既に取られるようになっているわけでありますけれども、４月１日より 

新予防給付の創設により要介護、それから介護１が二つに分かれ、要支援２、それから介護１という 

ことで、３月の議会にも町長答弁にありましたけれども、多くの方々がいわゆる新予防給付に選別を 

されるという、介護保険対象から外れることになるわけでありますけれども、そういう中で実際この 

振り分ける作業の中で結果本人通知とそれに対する問題点はなかったのか、まず１点お伺いいたしま 

す。 

 二つ目として、介護支援センターの創設の現状はどのようになっているのか。いわゆる４月段階で 

振り分けされた人たちが本当に新しいこの介護支援センターの実態の中でどのような支援、サービス 

を受けているのかお伺いをいたします。 

 地域介護・福祉空間整備交付金を市町村に交付するとありますが、その現状をお伺いいたしたいと 

思います。 

 ４番目に、路線バス廃止後の取り組みについてお伺いいたします。本町内においても既に本郷―大 

門線、高田―市野線、冑―落合線が本年９月いっぱいで廃止されることが既に決定されております。 

高田の営業所等は既に建物は壊され、更地となっている現状には驚きを感じるわけでありますが、そ 

の後のいわゆるバス路線の計画について、10月以降の中身については来年４月から中学校の統合も含 

め、さらには小学校統合があります。いろいろ先ほどの質問、答弁の中にもありましたけれども、そ 

ういう中身も含めて具体的にどのような計画が進んでいるのか改めてお伺いをいたします。 

 最後に、下水道についてお伺いいたします。高田地区では平成15年４月から第１期供用が始まった 

わけでありますけれども、住民の方々から意見がありますのは合併をし、いわゆる告示行為であると 

いうことでありますが、高田地区、旧会津高田町の中で加入をした段階と同じ３年間という中身でも 



合併してからでの負担金が違うと。その辺のやつで実際この今合併した以前と以後の加入の実態をま 

ずお伺いをして質問を終わります。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長、渡部英敏君。 

               〔町長（渡部英敏君）登壇〕 

〇町長（渡部英敏君） 11番、佐治長一議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 まず、財政問題についていろいろ質問がございました。初めに、前後する部分はありますけれども 

、まずは２点目の格差拡大の実態について答弁申し上げます。平成17年度分の所得は確定をしておる 

ところですけれども、平成17年分の所得を分類する課税状況調査は８月に行われることから、昨年の 

旧３町村を合計した数字を申し上げます。課税状況調査の分類上200万以下については56％、200万を 

超え700万以下が40％、700万を超える方は４％になっております。平成17年度分につきましては、大 

差は生じないと思っておりますけれども、８月になれば確定するところであります。 

 次に、３点目の生活保護の実態等については、生活保護の制度は最低生活を保障し、自立を助長す 

ることを目的としていますので、その最低生活を送るために生活保護基準に満たない場合には保護該 

当となります。調査は随時行われておりまして、保護世帯の実態に即した扶助がなされているところ 

であります。 

 それから、４点目の平成18年度の町税収入でありますけれども、当初予算で14億798万6,000円を積 

算し、計上したところであります。６月までに確定した町民税、固定資産税、軽自動車税の調定額と 

予算を比較してみますと、町民税については定率減税が２分の１に減額または老年者控除の廃止等に 

よって当初積算より約1,000万円の増。固定資産税については、３月の改正に伴って負担水準が低い土 

地についても５％の加算によって2,000万円の増。軽自動車税については、軽乗用車の増によって100 

万円の増が見込まれるところであります。また、毎月申告によって調定する法人町民税については、 

４月、５月の２カ月の申告された法人を見ますと、前年対比で所得税が落ち込んでいる状況でありま 

すし、町たばこ税についても７月１日から値上げになりますので、前年と同じ販売額があれば増額が 

見込めますが、現時点では判断できない状況にあります。以上のように当初予算積算と比較しますと 

大差ない状況にありますし、収納率の影響も考慮しなければならないことから、税目ごとに今後の推 

移を見守って判断できる段階で予算の補正を考えているところであります。また、普通地方交付税に 

ついては７月に算定が行われ、確定するものであります。 

 続いて、５点目の地方六団体の活動強化についてでありますが、現在格差社会が国会でも大きなテ 

ーマとなっており、新聞等による世論調査でも多くの人が所得の格差が広がっていると認識している 

が、一方で競争は活力を高める、挽回できない社会とは思わないという見方もあり、競争社会それ自 

体は前向きに受けとめる姿勢もうかがえます。格差拡大や不平等化の原因が市場原理主義や新保守主 

義によるものだけではなくということで明確に答えられませんけれども、決してよしとするものでは 

ありません。地方六団体の活動につきましては、このような社会格差の原因がどこにあるのか、その 



対策としてどうすればよいのかを見きわめ、必要に応じた行動を行うものと考えております。 

 次の行革大綱、財政計画についてでありますけれども、１点目の諮問案を作成するに当たって合併 

までの各自治体に対する総括の議論については、合併前の３町村におきましても行政改革大綱を策定 

し、それぞれ推進をしてまいりました。新たな行政改革大綱の策定に当たっては、旧３町村におきま 

す実施状況を整理し、それに加えて合併による新たな課題や問題点等を総合的に勘案し、策定をして 

おります。 

 次の２点目の現在の分庁舎のあり方については、現在の分庁舎方式につきましては合併効果を最大 

限に生かすため三つの庁舎を有効活用することを基本に住民サービスの低下を招かないように考慮し 

、合併協議会での協議を経て導入された方式であります。今後の分庁舎方式のあり方については、現 

状を踏まえた分析を行って行政組織及び機構の見直しとあわせて検討することといたします。 

 次の３点目の定員管理については、合併によりまして職員数は類似団体から見ますと過剰になって 

いる現実であります。人事上、構成上のバランスもありますが、厳しい財政状況の中でありますので 

、退職者の補充を極力抑える方法で人件費削減を最優先として考慮した内容であります。退職者が平 

成21年度末までに合計62名、うち平成21年には一度に20人が退職になるわけであります。その補充と 

いたしまして、半数の10人を採用するという計画であります。 

 続いて、４点目の合併前の平成16年度におきます各町村の起債制限比率、公債費負担比率、経常収 

支比率に占める公債費の割合についてでありますが、旧会津高田町では起債制限比率が8.3％、公債費 

負担比率が15.5％、経常収支比率は全体で82.8％ですが、そのうち公債費は17.5％を占めております 

。旧会津本郷町、起債制限比率が8.6％、公債費負担比率が19.4％、経済収支比率は全体で87.9％です 

が、そのうち公債費は22.0％を占めております。旧新鶴村では、起債制限比率が13.3％、公債費負担 

比率が26.0％、経常収支比率は全体で93.4％ですが、そのうち公債費は31.8％を占めております。 

 また、経常経費を占める人件費の割合についてでありますけれども、旧会津高田町では32.4％、旧 

会津本郷町で30.3％、旧新鶴村で29.8％となっております。 

 次の５点目の平成16年度におきます主立った繰出金の内訳と標準財政規模に対する繰出金の比率に 

ついてでありますが、旧会津高田町におきます繰出金の内訳は、下水道事業9,315万7,000円、工業団 

地造成事業8,665万2,000円、国民健康保険事業１億5,829万円、老人保健医療事業１億5,533万8,000円 

、介護保険事業１億6,316万4,000円、上水道事業8,301万7,000円等により標準財政規模に対する比率 

は20.3％となっております。また、旧会津本郷町におきます主な繰出金は、下水道事業6,752万3,000 

円、国民健康保険事業6,121万3,000円、老人保健医療事業8,277万8,000円、介護保険事業7,907万3,0 

00円、上水道事業8,469万2,000円等であり、同比率は21.3％となっております。さらに、旧新鶴村に 

おいて主な繰出金は、簡易水道事業2,110万円、住宅用地造成事業918万8,000円、工業団地造成事業4 

,500万円、下水道事業4,284万円、国民健康保険事業2,821万5,000円、老人保健医療事業2,996万5,00 

0円、介護保険事業3,580万2,000円等であり、同比率は15.3％となっております。 



 続いて、介護保険につきましては、まず１点目の要介護、要支援の認定につきましては従来どおり 

訪問調査書、主治医意見書を添付して広域圏整備組合の認定審査会に委託しております。その認定結 

果は、要介護認定者の場合、郵送により本人に通知をしてあります。要支援認定者の場合は、センタ 

ー職員が訪問をし、手渡しをしております。その際、介護予防サービス等の説明を行っています。現 

在のところ特に問題は発生しておりませんので、ご理解賜りたいと思います。 

 次の２点目の包括支援センターの現状の件ですが、直営により設置をしたところ、県内61市町村の 

うち19市町村で、会津管内では17市町村のうち５町村であります。包括支援センター、要支援認定者 

に対する支援計画の作成と高齢者等から相談、ケアマネジャーの研修会などを行っております。セン 

ター設置後は、福祉団体を初め関係機関の会合等に出向き、事業の目的について説明をして協力を呼 

びかけてまいりました。 

 また、地域介護・福祉空間整備等交付金については、この交付金は住民の身近な日常生活圏域を単 

位とし、公的介護施設等を整備する事業に対し交付されるものであります。交付対象の中には包括支 

援センターの整備も含まれますが、本町は交付対象外となっております。 

 次の路線バス廃止後の取り組みについてでありますが、本年の10月から高田地域の落合線、冑線、 

市野線、本郷地域の大門線の４路線については利用者の減少に伴って廃止されることが決定をされた 

ところであります。これに伴って交通弱者と言われる老人、子供の生活の足がなくなるわけでありま 

すが、その必要性を認識し、足の確保に努めてまいりたいと考えております。特に永井野から落合、 

冑方面、市野方面につきましては通学バスとして利用されているため、町の自主運行として確保した 

いと考えております。今年の８月ころには関係機関、利用者の意見を聞きながら地区説明会を行って 

運行本数等を決定する予定になっております。また、小中学校の統廃合も予定されておりますので、 

基幹路線としての維持すべき路線バスと新多目的交通システムの組み合わせによって公共交通体系を 

整備してまいりますので、ご理解賜りたいと思います。 

 下水道についてでありますが、公共下水道事業は供用開始後に排水設備工事申請を行って町の検査 

を受け、使用を開始し、加入したことになります。高田処理区においては、平成16年の３月31日に一 

部供用開始をしており、合併前の排水設備工事申請件数が176件であり、合併後から平成18年の６月1 

2日までに55件、合計で231件となっております。また、本郷処理区におきましては平成17年４月１日 

に一部供用を開始しておりまして、合併前の排水設備工事申請件数が146件であり、合併後から平成1 

8年の６月12日までに61件、合計で207件となっており、両処理区の合計で438件となっているところで 

あります。 

 以上であります。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） 今町長答弁はお伺いしましたけれども、１番の予算時との比較ということで 

、私この最初の言葉ではちょっと入れなかったのですが、税務課長にもお伺いしたいというのは、い 



わゆる消費税の問題。実際に今回今まで3,000万のやつが今度1,000万以上ということで、２年前の収 

入に対して消費税がかかるようになっていると。そういうことで、私も何名かの農業の方なり、いろ 

いろな方お話をして、もちろんそれは1,000万以上あるのだから、しようがないだろうという話で、相 

当、20万から30万とか、いろいろこの消費税を払っておられる方もおるわけです。そういう方々から 

すれば、これは増税ということで大変余りいいことではないのですが、そういう形でその消費税がど 

のくらい本町で納められて、具体的にどのくらい地方消費税というか、そういうやつで入ってくるの 

か、その辺のやつは、これ消費税は町の税務の方では掌握していなかったということですか、その辺 

どのくらいの率になるのか。かなりの方々がそういうことで1,000万になってから納めているという話 

聞いていますので、その辺の。 

〇議長（鈴木 巖君） 今消費税は書いていなかったのにいいべと言って私許可しましたので、総務 

課長、ちょっと言ってください。 

               （「税務課」の声あり） 

〇議長（鈴木 巖君） 税務課長。 

〇税務課長（大竹 忠君） 消費税の関係につきましては、基本的には国税でありまして、２年前に 

限度額が3,000万から1,000万に引き下げられたところであります。今年の３月31日までに申告業務が 

入りまして、町の方でも、町直接の税ではありませんが、３税一体の中で協力体制をとっております 

。そんな中で数件私どもの方でも相談を受けておりますが、内容、いわゆる何名の方がこの1,000万に 

なった方が該当したかにつきましては、現在手持ちに資料ありませんし、今後税務署の方で資料をい 

ただきましたら内容等を掌握したいと考えております。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） 次に、２番目の方ですが、いわゆるこれも７月、今６月で締めて今度県なり 

上部の方をあれを受けなければ決定しないということでありますけれども、ただ昨年17年度の収入の 

分析を町長の方から答弁いただいたのですが、その辺で見て今実際に実務を担当した感じで、これだ 

けいわゆる世間では史上最高の増収、増益だという話が、経済も回復してきているのだというような 

ことで言われているわけですが、本町における実態としてはどうなのかと。そういう面で具体的にや 

っぱり税収の数字にその辺はどれだけ変化があったのか。本町においては、感じとしてはよくなって 

いるのか、マイナスになっているのか、その辺携わった中での感じということでお話しいただければ 

ひとつお願いしたいのですが。 

〇議長（鈴木 巖君） 単に総務課長か税務課長か。 

               （「交付税の……」の声あり） 

〇議長（鈴木 巖君） 交付税ですか。 

〇11番（佐治長一君） いわゆる税収です。税収。収入の実態というか。 

               （「これは、今何番目の質問……」の声あり） 



〇議長（鈴木 巖君） これ今何番目質問しているのですか。 

〇11番（佐治長一君） ２番目のいわゆる税収の段階で一応分析出していただいたのですが、17年度 

の中身だということですが、そういう中身で本年度はではそこから見て収入がふえた人が多いのか、 

少ないのか、その辺の流れということではどういうふうな感じをつかんでいますかということなので 

す。 

〇議長（鈴木 巖君） 基準以外の括弧書きのところね。 

〇11番（佐治長一君） はい。 

〇議長（鈴木 巖君） 税務課長。 

〇税務課長（大竹 忠君） 内容等につきましては、今町長答弁のとおりでありますが、平成17年の 

収入につきまして若干申し上げますと、所得についてはつかんでおります。全体所得が247億6,400万 

が会津美里町の平成17年の所得であります。今まで旧会津高田町ですと、それぞれの年度ごとに比較 

対照しておったわけですが、合併いたしましてその資料がつかめないことから、具体的な差につきま 

しては来年度以降になるのかなというふうに考えております。当初予算の積算につきましても町長答 

弁のとおりでありますが、なかなか税務課といたしましては法人税等々を見ますと、まだまだ景気が 

回復しているとは思っておりません。そのような観点から、若干の調定額と予算上差異はあったもの 

でありますが、これらにつきましても今後の収納率との関係もありますので、動向を見きわめてまい 

りたいというふうに考えております。当初予算積算から大きな差はないと考えております。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） では、財政問題の一番最後の５番目なのですが、そういうことで先ほどの総 

務課長は同僚議員の質問からも交付税の問題で国がいわゆる新しい交付というか、面積、人口とか、 

そういうことでの通達なり、いろいろあるのかという話で、話あるけれども、具体的に決定された中 

身でないというようなお話をされたわけですが、それで町長これ、総務課長見てきたかどうかあれで 

すが、けさの新聞の中で……ちょっと待ってください……いわゆるそういう面では我々合併するとき 

も5,000人以下の町村は自治体について認めないというようなことで合併すべきだという話がおどされ 

たり、今もその交付税の中でいわゆるさらにこの交付率を下げるような形が話をされていたわけです 

が、これ一つは今まで出された中身は財政制度審議会が出された答申であるわけですけれども、きの 

うの19日に発表した総務省の地方財政審議会の答申ということでは、地方自治体に配付する地方交付 

税については今後債務の返済がふえるため交付税に充てる国税の一定割合の引き上げを検討すべきだ 

ということでこれ竹中総務大臣に提出をしたというようなことで書かれているわけです。 

 それで、今回いろいろそれは小泉政権が終わりということで、いろいろこの政権を担当する、支え 

る財界のいろいろな動きも含めてありますから、これは今までの中でそういう交付税も小泉さんの考 

えというか、その政治政策はとにかく地方を減らし、そういうことでやっていくのだというけれども 

、今度は流れが変わる中身で、やっぱりそれは財政のかじ取りはいろいろかわるわけですから、実際 



にこれ我々は交付税はもう入らないのだと、交付し切れないのだという中身で赤字臨時財政対策債、 

赤字債をつくったときからそういう赤字意識というか、財政を立て直す意識を持っていかなければだ 

めなのだよというようなことでずっとやってきたわけですが、こういう面で同じ政府の中身としては 

、地方はそういうことでは収入がないのだから、やはり援助していかなければならないのだと。税率 

を下げるなんてとんでもないと、こういう意見がきのう出ているわけですよね、政府の同じ機関の中 

で。だから、その辺は決してこれむだ遣いをしていくことが、そんなことを奨励しているわけじゃな 

いし、そういうことを言っているわけではありませんが、正しい認識のもとに地方財政はどうしても 

先ほど申し上げましたとおり、この我々山間僻地の中では地方交付税制度に頼る以外にはある意味で 

は大げさに言えばないのだし、その辺は正しい交付税の請求、要求というか、そういうことをしてい 

くべきでないかということでその再度の町長の認識をお伺いしたいと思う。今後の問題としてその辺 

は我々も含めて頑張っていかなくてはならない問題だと思いますが、よろしくお願いいたします。 

〇議長（鈴木 巖君） ５番と言ったけれども、４番のあれで、交付税でやっているのですか。５番 

だと地方六団体の強化になっている。 

〇11番（佐治長一君） だから、その立場で頑張っていただきたいと。決意のほど。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） 新型交付税につきましては、多少まだはっきりしない面があって７月にずれ 

込むと先ほどから申し上げておりますけれども、地方六団体ひとつこういう問題を大きな声で、そし 

て今やっておる途中でありますので、何とか少しでも減らさない、減らすのは間違いないだろうとい 

うふうに思っています。人口と面積でいくのかなというふうに思いますので、少しでも減らされる部 

分をできれば少なくしていこうというふうにやっておりますので、今後力を結集して六団体でやって 

いかなければならないというふうに思っています。 

 新聞等でご承知のように、きのうの新聞で夕張市が倒産したという新聞が大きく載っておりました 

が、夕張メロンのあれが倒産したという、町村が倒産するような時代になりましたので、心を引き締 

めてやはり再建団体にならないようにしっかりと今後ともやっていかなければならないというふうに 

思っています。 

 以上であります。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） 次に、行政大綱と財政計画についての答弁に対して話をしていきたいと思い 

ます。 

 それでは、これ３番で定員管理についてなのですが、行政大綱の中にはそういう面で５年間で52名 

の人員を削減すると。これを町民の方もいろいろ皆それぞれの中でこれ見ているわけですが、だがち 

ょっと余りにもやっぱりひどいのではないかと。単純に考えてこれだけで、これだけ一切採用しない 

で、５年間でこれだけの人員を削減して行政をしていくのに本当に不自由がないのかというようなこ 



とで大分先輩議員なり役場退職者の方々からも関心あるという部分ではそういうことでいろいろ話が 

あるわけですが、それでそれ総務課長は１人1,000万のお金を出しているのだと。それで、50人あれす 

れば５億のお金でその５年間で事業実施するのだと。それで、月給もらっていて、金もらっていて仕 

事をしないというわけにいかないというような、いろいろなお話ありましたが、それは具体的にだか 

らこれだけの人数を減らすというのはどうしても私には理解できないのですが、その辺、町長、実際 

にどうなのですか、これ。それだけ実際やっていくということなのですか。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） 人員の削減というのは、財政の逼迫しておる一番の要因がこの人件費の問題 

であります。私は、立候補して４年間、任期期間中は人員を採用しないということで公約をしている 

わけでありまして、これを守ってやってまいりたいと、かように思っているわけであります。仕事は 

、４年間必ず住民のサービスの低下を招かないようにしっかりと今の削減した人員でやってまいりま 

すので、ご理解賜りたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） それで、これいろいろ報道等によれば、行政推進法の中では５年間で4.5％以 

上だと、あるいは全国的に今出された中身というのを集約の中でもせいぜい6.数％の削減率だと。本 

町における17.3％ってやっぱり異常な数字ではないかと私は感じているわけです。だから、その辺が 

それだけの実際の人員を減らして、それでこれからのいろいろな分権の中での移譲されてくる行政が 

本当にこれやっていけるのかと。これ町長そういうことでかたい決意ということでありますから、私 

はこれはそういう形ではこれ理解できませんけれども、やっぱり今後そういう中身での問題というの 

は、これは具体的に実際にやっていくということでこれ町長は言っているわけですから、ただこの10 

名採用というのは単なる20名やめるから10名採用するのだという中身ですか。 

〇議長（鈴木 巖君） 総務課長、答弁。 

〇総務課長（大堀耕一君） いや、その辺ご理解いただきたい点があるわけです。一応３町村が合併 

しまして、300名以上の職員がいるわけでございます。それで、当町の会津美里町に合ったような団体 

が全国には何カ所もあるわけです。それを類似団体と申しますが、それの自治体の職員は236名ほどで 

やっているわけです。ですから、当町においてもやはり類団に合ったような職員構成にして一応スリ 

ム化していくということになるかと思います。当然今行政改革推進法の中では公務員の人件費の削減 

というようなことで4.5％程度打ち出しておりますが、またさらに強くなるというような状況下にある 

ようであります。当町においてもそういう状態にありますので、やはり類似団体程度まで職員を減ら 

して行政の必要経費を削減して、その分を皆さんの住民サービスに向けられたらというようなことで 

あります。 

 それから、10名の採用でございますが、やはり急激に62名５年間でなりますので、最終の年に20名 

やめますので、10名というようなことで一応定員管理上は計画しております。この採用形態について 



は、やはり幅の広い人材、年齢構成を対応するというようなことを考えるならば非常に不自然な採用 

ではないのかなというふうに考えております。そういう実態でありますから、当町においても行革大 

綱の中で、行革大綱は手段であって目的ではないわけですから、この手段をやっぱり皆さんと一緒に 

考えて健全な財政の維持に努めなくてはならないと、こういうふうに考えておりますので、ご理解の 

ほどお願いいたしたいと思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） そういう説明で、これお話をしてもそういうことで町長の意思はかたいとい 

うことでありますが、またこれは一つの大綱の要綱だということで、その辺は今後いろいろな状況を 

含めて変わることもあろうと思いますが、ただ私は一言だけやっぱりこれはちょっと余りにも異常な 

人員削減の中身でないかということを申し上げておきたいというふうに思います。 

 あと介護保険制度についてでございますが、いわゆる今町長が申されました地域介護・福祉空間整 

備交付金というのは高田町は該当しないということを今言われたわけですが、そういうことでよろし 

いのですか。 

〇議長（鈴木 巖君） 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（渋川兼三君） 先ほどの町長答弁は、そういう趣旨で申し上げたのではございませ 

ん。趣旨は、地域包括支援センターをつくった場合、その交付金が対象になるのかというような質問 

の趣旨かと思いましたので、そういうお答えをしたのであって、ただいまお話の地域介護・福祉空間 

整備等交付金、この該当は全国どの市町村にも該当いたします。なお、本年本町においては１カ所、 

グループホーム１カ所ワンユニット計画しておりますので、そこが該当するかと思われます。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） そうすると、それがきのうの一般補正予算の中で議論になったいわゆるグル 

ープホームの中身ということですか。 

〇議長（鈴木 巖君） 健康福祉課長、答弁。 

〇健康福祉課長（渋川兼三君） そのとおりです。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） そうすると、これいま少しその辺の具体的な事業内容というのは説明できる 

のですか。 

〇議長（鈴木 巖君） 健康福祉課長、答弁。 

〇健康福祉課長（渋川兼三君） 高齢者のグループホーム、認知症の方のグループホームを全国的に 

小さなユニットでもって建築する要望が結構あります。本町においては、グリーンケアハイツの中に 

１カ所、それから宮川荘に１カ所、それぞれ設置してありますが、今年度さらにもう一カ所、９人分 

設置するものでございます。この中身につきましては、日常生活を泊まり込みでもってお年寄りを介 

護する24時間体制を整えていく施設でございます。 



 以上です。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） また厚生委員会の中でなおさらに話を詰めていきたいと思います。 

 それで、あといわゆる今度は先ほど申し上げました介護１の中身で要支援に振り向けられる部分と 

、あと要支援１という、２ということになるわけですが、その介護１の中身の分類というのはどのよ 

うな人数というか、比率になっているのか、まずその点をお伺いいたします。 

〇議長（鈴木 巖君） 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（渋川兼三君） 制度が始まったばかりですので、４月分としてお答えしたいと思い 

ます。 

 まず、４月に認定がえということで対象になった方が47名いらっしゃいます。そのうち要介護の方 

になられた方が23名、さらに要支援１、２の方に該当された方が24名、この24名の方については介護 

予防サービス等を説明しながら通知しております。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） そうすると、そのいわゆる要支援になった方が今までの介護給付を受けてい 

た現状と全然問題はないという現状なのですか。 

〇議長（鈴木 巖君） 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（渋川兼三君） 今までの予防給付と若干変わるかと思いますが、今までの介護保険 

の制度の中ではできないことをしてあげると。それから、新しくこの新予防給付におきましては本人 

の自立を促すような方向性を持たせておりますので、それらの事業、具体的な事業は順次取り組みた 

いと思っております。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） そうすると、４月から始まったばかりで、いろいろそういう対象は手を差し 

伸べるというか、いろいろやっていただく中身はまだ完備はしていないということですね、完了。よ 

くその新給付の中身で特徴的なやつは一言で言われる筋トレと、やっぱりそういう形が、言葉がある 

わけですが、その辺にいく場合にはこれ具体的にはどういうふうな方法というか、どういうことでそ 

れをカバーしているというか、実際やっているのか。 

〇議長（鈴木 巖君） 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（渋川兼三君） 従来要支援の方、要介護の方、通所でもっていろんな施設で行って 

おりましたけれども、同じようなメニュー、同じようなサービスが該当しますので、そういった保健 

施設、介護施設におきましてはスタッフがそろっておりますので、そちらの方に通って対応できるか 

と思います。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） 路線バスの関係について、時間もあれですから、申し上げます。 



 そういうことで先ほどいろいろ同僚議員が何回か質問しておりますし、答弁もありますが、具体的 

にこれ10月から路線バスがなくなるのですが、あと、これを含めて、学校の関係も含めてこれは先ほ 

ど答弁ありましたけれども、これ十分にそういう制度、システムをつくる場合にはやっぱりいろいろ 

県、国なりの補助ももちろんあるわけですか、新路線をつくる中身について。 

〇議長（鈴木 巖君） 総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） デマンド交通システムについて県で補助制度を持っておりますので 

、そういうのも活用したいと考えております。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） あとは、先ほど町長は町単独でやるということは、もちろん町の持ち出しで 

やるということですね。 

〇議長（鈴木 巖君） 総合政策課長。 

〇総合政策課長（酒井光明君） 町で自主運行という分につきましては、デマンド交通については19 

年度で、それに向けて進めているわけですが、今年の10月からの分、今ご質問にあります４路線につ 

いては今年の９月いっぱいで廃止されるということでございますので、その10月以降分について自主 

運行で進めたいと。最低限の確保はしたい。今県の方にその自主運行する分について市町村生活路線 

というようなことの補助制度がありますので、そこに該当させていただけないかということで今調整 

をしているところであります。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） あとこれは来年の学校統合、再来年の学校統合ですが、いろいろこれ国会で 

もそういう子供たちを守る、今の少子化対策、大臣が大分力を入れているようでございますが、子供 

をその通学バス、通学路線バスを完備をしなくてはならないというような話もありますが、その辺当 

町においてもやっぱり今度かなり広域な通学路になるわけでありますので、十分その辺を意を配して 

ひとつつくっていただきたいと思います。 

 それで、あと下水道についてでございますが、いわゆる町長も高田時代に供用開始になった場合に 

早くみんなやらなければならないでしょうねということでやってきたわけですが、そういうことで実 

際に合併になってしまって、急いでやった人たちが22万で、今度これ何とも告示行為で、協定の結果 

で20万になったということで、その辺の後から同じ３年の期間でも、それで私も早くやった方がいい 

ということを言って、あとは今度その人もまた友達に早くこういうことだから、管渠もあれだから早 

くやった方がいいなんてやった結果が今度何か20万高く、２万ですか、わずか２万でというよりも２ 

万の差ですけれども、早くやって、後でやった人が20万で、その２万の差何とかならないのかという 

話がいつも言われるわけです。これは、だから告示行為でという中身も含めてこれはどうしようもな 

いのだというようなことでいいのかどうかひとつちょっとお伺いしたいのですが。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、上下水道課長。 



〇上下水道課長（小林富雄君） 受益者負担金の件でございますが、高田地区におきましては16年の 

３月、その後新鶴地区は供用開始が16年の７月でございまして、本郷が17年の４月ということで、本 

郷、新鶴さんの方でどのような形で受益者負担金を決めたかというのはちょっと私わかりませんが、 

高田地区につきましては22万ということで決定しております。その後、事務事業のすり合わせの中で 

新町においては20万ということで決定されたわけでございます。そのようなことで、一告示行為の中 

で22万が決定されたわけですので、高田地区で先に納めたから２万円を戻すというようなことにつき 

ましては、会議を開きまして、これは適法ではないということで決定したわけでございます。 

 以上です。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） では、そのことについて町長はやっぱりそういうことでどうしようもこれは 

ならないということですね。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長。 

〇町長（渡部英敏君） 佐治議員さんには高田町一番初めに設備をしてやっていただいた、本当にあ 

りがたく思って、私が２番目ですが。１番を越されて佐治さんが本当にいち早く設置されたというの 

を私も知っていますが、その辺をよく我慢して、私も我慢しますので、ひとつよろしくお願いしたい 

と、かように思います。 

 以上です。 

〇議長（鈴木 巖君） 佐治長一君。 

〇11番（佐治長一君） 一つは、そういう面では告示行為ということで、法律行為ということも含め 

てありますが、これは早くやったから損するというようなことのないようにひとつ今後十分反映をし 

て、お願いして終わります。どうもありがとうございました。 

〇議長（鈴木 巖君） これで佐治長一君の質問は終わりました。 

 ここで20分間休憩いたします。 

               休 憩  （午後 ２時５２分） 

                                             

               再 開  （午後 ３時１５分） 

〇議長（鈴木 巖君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 通告第６号、20番、高畑四郎君。 

               〔20番（高畑四郎君）登壇〕 

〇20番（高畑四郎君） 通告に従いまして一般質問を行います。 

 まず最初に、国保問題についてであります。近年国保税の値上がりにより払いたくても払えない加 

入者がふえ、こうした住民へのペナルティーとして資格証明書や短期保険証により実質無保険状態の 

人がふえています。また、国民健康保険の保険料を滞納して保険証を返還し、医療機関の受診のおく 



れから病状が悪化し、死亡したと見られる患者が過去６年間に少なくとも21人いたことが共同通信の 

調べでわかっています。患者のほとんどは、不況の影響による低所得者だといっています。国民皆保 

険制度の中で格差社会の一端を示す形だと報道しました。本町の近隣町村でもこの３年間で３人の孤 

独死が確認されています。国保料を払えない人が受診を控え、手おくれで命を落とすといった悲劇的 

な実態を示す内容であります。新聞が指摘するように、これは氷山の一角にすぎない。本来だれでも 

がどこでも安心して医療が受けられるようにすべきであり、国民皆保険制度を実現した国民健康保険 

制度は国民の健康で安全、安心の生活を支える上で貴重な役割を果たしています。このような観点か 

ら、本町の実態と問題点について質問いたします。 

 まず、平成17年度の国保税の現年度課税分と滞納繰り越し分の収納率についてであります。国保世 

帯の所得水準100万円以下から100万円単位で400万円以上の５段階区分での割合と国保滞納者の区分の 

状況について伺います。国保税の性格からいって所得水準での区分そのものに無理があるかもしれま 

せんが、傾向だけでも示していただきたい。 

 ２点目は、年々国保税の滞納が増大していますが、その最大の原因はどのように考えているか。最 

近の傾向として、国保税の受益者負担、応益負担が７割、５割、２割の負担軽減措置があるものの、 

１人当たり幾ら、家族で幾らと定額で課せられています。国保の負担水準は、この人頭税とも言うべ 

き応益割によって生活保護基準より低い所得しかない加入者からも容赦なく徴収されるに至っている 

わけであります。また、所得割や資産割などの応能割についても国保加入者の生活費や担税力から設 

定されるべき公平な累進負担になっていない。このような国保税のあり方に問題はないのか聞かせて 

いただきたいと思います。 

 ３点目は、資格証明書や短期保険証の発行は国保税の滞納対策に有効な手段となっているだろうか 

という問題であります。会津美里町での発行、これは平成17年６月現在でありますが、資格証明書は 

69世帯、短期保険証の交付は113世帯となっています。むしろ拡大しています。また、受診権の抑制の 

原因になって医療にかかれないという重大な問題を抱えているようにも思われます。これらについて 

の調査をしたことがあるかどうか伺っておきたいと思います。 

 ４点目は、資格証明書や短期保険証が切れた場合の事後調査をどのように行っているかであります 

。今年の２月までに、先ほど申し上げたように、本町の近くの町で保険証が切れたために３件の孤独 

死があったと伝えられています。このように保険証がないために病気や治療がおくれ、死亡した例は 

ないのか伺っております。 

 ５点目は、国保法に基づく保険料減免について町広報でも知らせていますが、この３年間の申請件 

数はどのぐらいあったのか。国保税の負担増から見て、減免の現状が正しく反映されていないように 

思われます。国保税の減免条例の第15条に２項目にわたって減免の内容が付されています。具体的に 

は、減免に関する事務取扱要綱に減免の理由と減免の基準が付されています。これを見る限りでは、 

現在のような所得格差が拡大され、生活悪化により税を払えない人に対して減免の対象になる人は大 



勢いると思いますが、現実にはそうなっていないのではないだろうかというふうに思います。必要な 

制度を活用できるようにだれもがわかりやすい制度の仕組み、基準等を決め、公表すべきと考えます 

が、どう対処されるか伺っておきます。 

 次に、介護の問題であります。４月１日改定された介護保険が実施されましたが、準備不足のため 

自治体でも事業所でも大きな混乱が生じていると言われています。その観点から幾つか質問いたしま 

す。３月議会でも質問いたしましたが、昨年10月から食費、居住費の自己負担が原因で介護保険施設 

の退所者の中間発表を申し上げました。今回最終の報告が出され、新たに131人、全体で519人が退所 

をしています。また、退所者の行き先は在宅が一番多く、退所者の要介護度は要介護４が一番多く、 

次いで要介護５となっています。いわゆる重度の退所者が３割を超えています。所得別に見ると、年 

金収入260万以上、住民税本人非課税者となっています。本町でのこれらの調査を行っているのかどう 

か伺います。 

 ２点目は、家族介護の問題であります。厚生労働省の研究班による調査で明らかとなった家族介護 

問題が大きく取り上げられました。報道によれば、在宅で介護を担う人の４人に１人がうつ状態。高 

齢者が高齢者を介護する老老介護の場合、介護者の約３割が死にたいと思ったことがあると答えてい 

ます。このようなことから本町でも家族介護の実態調査をすべきだと思いますが、調査をしているの 

かどうか。また、このようなことに対して行政としてどう対処するか伺います。 

 ３点目は、今回の介護法の改正により要支援と要介護度１の大部分に当たる介護度の軽い人たちを 

新段階の要支援１、２と認定が変更され、新予防給付のサービスを受けることになるわけであります 

。前回の答弁では、今より状態が悪くならないように少しでも自分でできるようにサービスを補って 

日常の支援を行う。したがって、サービスの切り捨てにはならないとの答弁でありました。しかし、 

介護報酬が低く抑えられたため利用が限定され、今までのサービスは受けられない。また、器具の利 

用についても受けられない状況になっています。また、新予防給付では地域包括支援センターが利用 

計画を作成することになっていますが、保健師など３人のスタッフだけのためプランはつくれないと 

の話も出ています。これらの問題に対して本町ではどのように対応しているか伺います。 

 次に、平成18年度の財政計画についてであります。昨年３町村の合併に伴い会津美里町まちづくり 

計画が作成され、この中で財政計画が平成17年度から平成27年度までの11年間の財政運営の指針と位 

置づけをもって策定されています。合併による財政計画は、今後の新たな町づくりの将来像として町 

民に示されたものであります。しかし、今回提示された平成18年度の財政計画は町づくりの指針とな 

る会津美里町振興計画に合わせ、平成22年度までの５カ年を想定して作成されました。この二つの財 

政計画は、本来多少の情勢の変化があってもそう変わるものではなく、整合性を持ったものでなけれ 

ばならないと理解するわけでありますが、内容を見ますと、かなりの違いが見られます。その観点か 

ら合併時の財政計画と18年度に示された財政計画の５年間の内容がなぜこのように変わったのか、そ 

の根拠を示していただきたい。 



 ２点目は、18年度の財政計画が合併時に示された新町まちづくり計画検討事業に当然影響を及ぼす 

ものと思われますが、それがどのように変更されたのか。 

 ３点目は、この変更によって本町の将来と住民の暮らしに与える影響をどのように考えているか。 

18年度の財政計画が今後の町づくりの指針となるなら合併時に示された計画を見直し、情勢の変化が 

あっても平成36年までの財政計画の見通しを新たに示す必要があるだろうと思います。そうしなけれ 

ば町民の理解は得られないのではないかというふうに考えるわけですが、見解を伺います。 

 以上です。 

〇議長（鈴木 巖君） 答弁、町長、渡部英敏君。 

               〔町長（渡部英敏君）登壇〕 

〇町長（渡部英敏君） 20番の高畑四郎議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 初めに、国民健康保険についてでありますけれども、まず１点目の平成17年度の国民健康保険税の 

収納率について、現年度分で94.6％、前年度対比0.8％の減、滞納繰越額の収納率は20.5％、前年度対 

比2.8％減の見込みであります。国民健康保険加入世帯の所得水準は、平成17年度分の数字を申し上げ 

ますと、100万までの所得者は全体の69％、101万以上200万までが20％、201万以上300万までは３％、 

301万から400万までは４％、401万以上は４％に区分をされます。この所得区分と滞納者の所得区分で 

ありますが、100万までの所得者に対する滞納者は68％で、101万円以上の滞納者については所得区分 

とおおむね同じ数値で比例しているのが現状であります。 

 次の２点目の国保税の滞納の原因につきましては、まだまだ景気の低迷と相まって収入が少ないも 

のが原因の一つと感じておりますけれども、所得が少ない世帯は所得によって７割、５割、２割の軽 

減措置が講じてあります。また、災害及びリストラ等によって資産及び収入がなくなったときは減免 

要綱も整備しております。このような措置を講じましても滞納者が増加している最大の原因は、何と 

いっても納税の意識が年々低下しているからと考えております。平成18年度におきましては、滞納者 

の意識改革に創意工夫を凝らし、収納率の向上に向け鋭意努力をしてまいりたいと考えております。 

 また、国保税のあり方については、国保事業の費用に充てるために賦課する国保税は応能原則と応 

益原則で構成されており、国保制度の維持のためには税負担の公平性が確保されなければなりません 

。そのような中におきましても低所得者に対する応益の軽減措置が講じられる範囲で応能、応益の負 

担割合を考慮してまいりたいと考えております。 

 次の３点目の資格証明書、短期保険証の発行等についてでありますが、まず短期保険証の交付者に 

つきましては、保険証の更新時期ごとに接触する機会を設けて納付相談、納付指導を行って収納に努 

めているところであります。また、資格証明書の交付者につきましては、医療を受けたときに特別医 

療費支給申請の指導や納付相談等を行っているところであります。このような法的措置を行うことに 

よって負担の公平が図られ、滞納者については納税意識の変化、納付の促進が図られているものと考 

えております。なお、滞納者の受診状況については個々の世帯員構成に違いがあるため、そこから受 



診権の抑制の原因を判断することは困難であります。 

 次の４点目の証明書等の期限が切れた場合の事後調査等については、資格証明書、短期保険証、い 

ずれの場合も更新時期には通知書を送付し、期限が切れない措置を講じているところであります。な 

お、保険証がないために病気の療養等がおくれて死亡したという例はないものと判断しております。 

 次の５点目の国保税減免等については、過去３年間の国保税減免の申請につきましては旧会津高田 

町においてのみ平成16年度に１件、平成17年度に４件の申請があり、いずれも減免の決定がなされて 

おります。国保税の納付が難しいときには申請によって国保税の徴収猶予、分割納付などが受けられ 

る場合もあり、また災害時の特別な事情により昨年と比較して所得が著しく減少した場合には申請に 

より減免が受けられる制度もあります。いずれにいたしましても国保税の納付で困っている方につい 

ては早目に納付相談を受けることが大切でありますので、制度の仕組みについて納付書送付時に各被 

保険者にお知らせするとともに、町の広報紙を活用して周知を図ってまいりますので、ご理解を願い 

たいと思います。 

 続いて、介護保険のことについてでありますが、まず１点目の介護保険施設の入所、退所について 

昨年10月以降の町内の施設の状況を確認しましたところ、他の施設へ入所したのが５件、死亡退所が 

22件、入院退所が15件となっております。食費、居住費が自己負担になったために退所したという報 

告はありませんでした。 

 次の２点目の家族介護についてですが、その実態については在宅介護支援センターによります高齢 

者の実態把握、保健師の訪問調査等により行っており、困難なケースにつきましては関係者によるケ 

ア会議により情報を交換して解決を図っています。介護保険のサービスは、高齢になっても住みなれ 

た地域で自立をして暮らし続けるために支援することを目的としており、家族の方はサービスを組み 

合わせて家族の負担にならないようケアマネジャーに相談していただきたいと考えます。また、介護 

者の負担軽減や心身のリフレッシュを図るため家族介護用品の購入助成、寝具洗濯サービス、家族介 

護リフレッシュ事業を実施しておりますので、引き続いて参加を呼びかけながら実施をしてまいりた 

いと思います。 

 次の３点目のサービス等が受けられないおそれについては、介護保険の改正によりまして介護予防 

、自立支援策が強化をされました。改正前は、できないことを補うというサービスの給付でしたけれ 

ども、改正後はできることを引き出すサービスになりました。今まで同様のサービスの給付では要介 

護度が改善されなかったという反省から見直されたもので、心身機能が維持、改善し、自立した生活 

を目指すものであります。 

 また、プラン作成の問題につきましては、本町の地域包括支援センターは国で定めた職員の配置基 

準である３名体制をとっているところであります。プラン作成業務については、一部は指定居宅介護 

支援事業所への委託により対応しているところであります。また、相談業務等につきましては進めて 

いるところであります。 




